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１ 公民館運営審議会のあゆみ 

 

公民館運営審議会のあゆみ 

 

はじめに 

公民館運営審議会（以下、「公運審」という）

は社会教育法第 29 条及び福生市公民館条例

第 17 条により設置する館長の諮問機関であ

り、住民と公民館とをつなぐパイプ役として

その役割は益々重要性を増している。 

平成 11（1999）年の社会教育法改正により、

それまで「置く」とされていたものが、「置く

ことができる」とされ、その設置は各自治体

の判断にゆだねられた。 

これに対して、福生市の公運審では議論を

重ね、公運審の重要性を改めて確認し、平成

11 年８月 31 日付で館長に、同年９月 21 日に

教育長に要望書を提出、法律が改正されても、

福生市公民館条例はそのまま必置制を堅持す

るよう求め、現在も福生市公民館条例第 17

条は「置く」と規定されている。（『公民館 30

周年記念誌』147 ページ） 

また、公共施設への指定管理者制度導入が

進む中で、平成 17（2005）年８月３日の諮問

「公民館の管理運営について」に対し、公運

審は平成 17 年 11 月 30 日、指定管理者部分を

先行し、答申した。この中で指定管理者制度

は、市民の主体的、継続的な学習を支援でき

ず、教育機関としての公民館の役割を失って

しまうことから、公民館には指定管理者を導

入すべきでないとの結論を提出している。

（『公民館 30 周年記念誌』135 ページ） 

その後の経過であるが、福生市公民館は直

営を堅持するものの、複合施設である市民会

館部分への指定管理者制度が平成 21（2009）

年４月から導入された。それに伴い、公民館

職員はさくら会館に事務所を移し、事務を行

っている状況である。 

 

委嘱基準の見直し 

平成 23（2011）年８月「地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律（平成

23 年法律第 105 号）」により社会教育法が

改正された。 

そこでは「公民館運営審議会委員の委嘱

の基準については文部科学省令で定める基

準を参酌する」とされ、平成 23 年 12 月１

日、文部科学省から「社会教育委員及び公民

館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定

めるに当たって参酌すべき基準を定める省

令」が出され、委員委嘱にあたり参酌すべき

基準が示された。 

これを受け、福生市公民館条例第 17 条第３

項を平成 24（2012）年３月 30 日に改正、同

年４月 1 日に施行した。 

そこには後述する市民公募委員２名につい

ても加えられている。 

【福生市公民館条例】 

第 17 条 公民館に、法第 29 条の規定により福生市公

民館運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、法第 27 条の規定による館長の諮問に

応じ、公民館における各種の事業の企画実施につ

平成 26 年 11 月 26 日 茅野市視察研修を受け入れ 
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き調査審議するものとする。 

３ 審議会の委員（以下「委員」という。）の定数は

10 人以内とし、次に掲げる者のうちから、委員会

が委嘱する。 

(１) 学校教育及び社会教育の関係者 ６人以内 

(２) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 １

人以内 

(３) 学識経験者 １人以内 

(４) 公募による市民 ２人以内 

４ 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げ

ない。 

５ 委員が欠けたときは補充する。補充された委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

（下線は主な改正部分） 

市民公募委員 

 今まで学識経験者を除く委員については各

団体からの推薦という形をとってきたが、よ

り広く市民の参画を求めるために公運審委員

に市民公募制度が導入された。（前述の公民館

条例の改正） 

ただし、現任委員の任期が平成 25（2013）

年３月までであったため、経過措置として条

例により委嘱されているとみなし、次期（平

成 25～26 年度）の委員選出時に公募をするこ

ととなった。 

 その間、公民館では選考要領等を整備した。 

 市民公募委員の募集については平成 24

（2012）年 10 月 15 日発行の公民館ふっさ、

12 月 15 日発行の広報ふっさ、ポスター等で

周知をし、４名の応募があった。 

 選考委員会での選考の結果２名の方に内定

を通知し、３月の教育委員会定例会において

団体推薦の委員を含めた議案を提出し、決定

された。 

 このような経過をたどり、任期満了にあた

っては市民公募委員２名を募集・選考を行い

現在に至っている。 

 

公運審の活動 

 公運審委員は毎月１回の定例会のほか、東

京都公民館連絡協議会（以下、「都公連」とい

う）委員部会の研修会、東京都公民館研究大

会、関東甲信越静公民館研究大会等の研修会

へ積極的に参加し、公民館に関する知識や理

解を深めている。また、各館の利用者連絡会・

交流会への報告、『公運審だより』の編集・発

行、公民館のつどいや公民館事業への参加を

通して利用者と公民館をつなげるパイプ役と

して役割を果たしている。 

平成 26（2014）年度は都公連委員部会の事

務局市（委員部会長：髙﨑賢啓福生市公運審

委員）として、東京の公民館をリードした。 

年間 12 回の委員部会運営委員会、３回の研

修会を実施したほか、都公連加盟市が減少す

る中、委員部会として都公連会長宛に要望書

（平成 27（2015）年３月 18 日付）を提出し

ている。以下、要望書から要望事項を抜粋し

転載する。 
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 要望事項 

１ 非加盟市へ、都公連の利点などを説明し、再び

加盟することの呼びかけをより強く行うこと。 

２ 非加盟市の社会教育関連委員に向けて、委員部

会研修会に参加することにより情報交換や他市と

の連携を図ることなどができ、学習する市民への

支えにつながる事を伝えていくこと。 

３  脱退せざるをえなかった各市の公民館を取り

巻く状況や問題点を調査し、課題解決に向けた基

礎資料を作成すること。 

 

答申 

 館長の諮問に対する答申は公運審にとって

非常に重要な任務である。直近 10 年の答申に

ついて簡単にふれておく。詳細については本

章後半に抜粋し掲載したので参照されたい。 

平成 19（2007）年６月 14 日付「公民館の

将来像について」に対し、平成 20（2008）年

３月 29 日に中間答申、平成 21（2009）年３

月３日に本答申を行った。 

 答申作成に当たっては利用団体へのアンケ

ートを実施、また、市民とともに起草委員会

を設置し、検討がなされている。 

 答申第１章にあるとおり、「市民に開かれた

公民館」を公運審自らが実践したということ

である。以下、公民館事業における公共性や

事業評価、市民への学習保障として公民館無

料の原則、市民の学習を支える職員論、そし

て公運審自身についても言及している。最後

に施設整備とともに新たな学習拠点を提言し

ている。 

 平成 23（2011）年 6 月 8 日付「公民館の情

報提供の在り方について」に対し、平成 24

（2012）年 11 月 21 日に答申を行った。 

 この答申作成にあたっても利用団体へのア

ンケート調査を実施し、利用者の意見を反映

したものとなっている。 

 施設案内や主催事業の周知については、多

様な媒体の活用が必要であり、特に情報化が

進展する今日においてはインターネットを活

用した情報提供が必須である一方で、対面で

の説明に統一性を持たせるためのマニュアル

づくり等が指摘されている。 

 さらに電子予約についても言及している。 

 学習相談については職員のスキルアップも

含め、丁寧な対応を求めている。 

 平成 28（2016）年１月 20 日の諮問「公民

館の利用者交流の場のあり方について」に対

しては同年 10 月 18 日に答申を行った。 

 答申では利用者交流の場を、公民館活動を

支える講座とサークル活動という２本の柱の

上にのる集大成として位置付け、これを保証

すること、利用者交流の場の現状と課題を踏

まえ、他市の先進事例を参考に、ＥＳＤ（持

続可能な開発のための教育）の視点から福生

型ＥＳＤの実現に向けて７つの提言をしてい

る。 

 

終わりに 

 以上、10 年を簡単に振り返ったが、福生市

公運審の精力的な活動が、福生市のみならず

東京の公民館活動を牽引していることがうか

がえる。

平成 28 年 10 月 19 日 答申提出 
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公民館運営審議会委員 

 

第19期（平成19年度～20年度） 第20期（平成21年度～22年度）

役　　職 氏　　名 任　　　　　期 役　　職 氏　　名 任　　　　　期

委 員 長 髙﨑　賢啓 委 員 長 髙水　清安

副委員長 田中　加代 副委員長 吉岡　勇　※1

委    員 吉岡　　勇 委    員 日野　元信

委    員 市川　重一 委    員 髙﨑　賢啓※2

委    員 宍戸　千里 委    員 林　　美幸

委    員 本庄　公已 委    員 前田　政一

委    員 林　　幸子 委    員 木村　時雄※3

委    員 岩田　かほる 委    員 小山　信一※4

委    員 髙水　清安 委    員 林　　幸子

委    員 朝岡　幸彦 委    員 宮﨑　寿美代

委    員 降旗　信一

第21期（平成23年度～24年度） 第22期（平成25年度～26年度）

役　　職 氏　　名 任　　　　　期 役　　職 氏　　名 任　　　　　期

委 員 長 髙﨑　賢啓 委 員 長 八木　五郎

副委員長 林　　美幸 副委員長 北島　浩子

委    員 小野寺　萬次 委    員 小野寺　萬次

委    員 八木　五郎 委    員 髙﨑　賢啓

委    員 前田　政一 委    員 榎本　君子

委    員 小山　信一 委    員 田中　宏幸

委    員 林　　幸子 委    員 吉田　富美子

委    員 髙山　浩之 委    員 降旗　信一

委    員 髙水　清安 委    員 伊藤　覺

委    員 降旗　信一 委    員 関根　孝明

第23期（平成27年度～28年度）

役　　職 氏　　名 任　　　　　期

委 員 長 小野寺　萬次

副委員長 北島　浩子

委    員 関根　孝明

委    員 山西　年男

委    員 八木　五郎

委    員 田中　宏幸

委    員 吉澤　玲子

委    員 降旗　信一

委    員 伊藤　覺

委    員 小澤　はる奈

平成19年４月１日～
　　21年３月31日

平成21年４月１日～
　　23年３月31日

※1　副委員長は平成22年

３月31日まで
※2　平成22年４月１日か

ら副委員長
※3　任期は平成22年３月

31日まで
※4　任期は平成22年４月

１日から

平成23年４月１日～
　　25年３月31日

平成25年４月１日～
　　27年３月31日

平成27年４月１日～
　　29年３月31日

関東甲信越静公民館研究大会（平成 26年 10月 16日） 
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公運審委員の活動を振り返って 

髙﨑 賢啓 

 私が公運審委員として活動させていただいた 10 年は、東京都

にある公民館が変化するだけではなく、社会教育の位置付けが変

わっていく時期でした。社会教育法の改正（平成 20 年６月 11

日公布）では、社会教育が学校・家庭教育との連携が謳われるよ

うになりました。東京都内の公民館をみると、生涯学習センター

への移管を行う自治体もあり、「公民館」が減少していったときで

す。 

 周りの環境が変化するなかで、これまで積み重ねてきた福生市

公民館独自の空気を維持し発展していくのか、同じく委員となっ

た皆さんと取り組みました。その象徴として、平成 19 年から約

２年をかけて答申しました「福生市公民館の将来像について」（平

成 21 年３月３日答申提出）を挙げたいと思います。当時の伊東

館長より諮問が出され、今後の福生市公民館がどうあり続けるべ

きかを公運審委員だけではなく、利用者の皆さんからの意見を聞

き、答申の方向性を決めたことが大きい意味を持つと思っています。答申を作成するために５つ

の起草委員会を立ち上げ、熱い議論と、文章化するために委員全員が悩んだことを懐かしく思い

出されます。公運審がつくる答申に拘束力はありませんが、福生市公民館が長期的に取り組むべ

きことを挙げ、その必要性を述べることが出来たものと、今でも思っています。 

  

 公運審委員活動の一番の良いところは、公民館３館で活動されている皆さんと顔見知りになり、

いろいろな話が出来たことです。個人的な考えではありますが、公運審委員の活動は討議するこ

とだけではなく、利用している皆さんと話し、どのように考えているのかを直接知ることにある

と考えます。各公民館で行われたまつりや講座に参加した際、何気ない話から要望や各館の様子

をうかがうことができるからです。普段の話が出来るのも、利用している皆さん誰もが暖かく受

け入れてくれるからであり、福生市公民館が誇れる点だと思っています。 

 これからの公民館は、地域で活動する機会が多くなる

ことや学校教育との繋がりがより強いものになると考え

ます。そうしたなかで、社会教育の意味を常に持ちなが

ら向き合っていくことが必要になっていくと思っていま

す。私も一利用者として、今後も公民館で活動していき、

福生市公民館を支えていきます。利用している皆さん、

そして公民館職員の皆さん、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 平成 24年 11月 21日 答申提出 

平成 21年 3月 3日 答申提出 
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「
福
生
市
公
民

館
の
将
来

像
に
つ
い
て
」

答
申

福
生
市
公
民
館
運

営
審
議
会

（
平
成

1
9
年
、

2
0
年
度
）

２　答　申

　この 10 年間に出された答申を掲載する。

　掲載にあたり紙数に限りがあるため、次の

点について加工を加えた。

・原文のサイズを縮小処理した。

・扉や本文区切りの裏面白紙部分は割愛し

た。そのためページが続いていない。

・答申送付文書は省略した。

・文中、横長の表については、見やすさを優

先しページ割を入れかえた。

※「公民館の将来像について」の資料中に過

去の答申が掲載されているが、それは省略

した。（30周年記念誌に掲載しているので、

ご参照されたい。）

※「公民館における利用者交流の場のあり方

について」は掲載にあたりヘッダー部分を

削除した。

※答申は市のホームページにも掲載されてい

るのでご参照されたい。（サイト内検索に

『公民館　答申』と入力。）
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..1
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体
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充
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.1
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...
...

...
..1
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公
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員
の
研

修
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つ
い

て
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...
...

...
...

...
...

...
...
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...
...

...
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...
...
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1 

ま
え
が
き

福
生

市
公

民
館

三
館
は
（
本
館
 

昭
和

5
2
年
、
松
林
分
館

 
昭
和

5
4
年
、
白
梅
分
館
 

昭

和
5
5
年

）
設

立
後

今
日
に
至
る
ま
で
、
市
民
の
学
習
権
の
保

障
と
活
動
の
支
援
、
そ
し
て
文

化
活

動
の

拠
点

の
一

つ
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か

し
、

公
民

館
を
取

り
巻
く
日
本
全

体
の
社
会
教
育
の

状
況
と
し
て
は

教
育
基
本
法
が

改
正

さ
れ

（
平

成
1
8
年

1
2
月
）
、
さ
ら
に
社
会
教
育
法
も
改

正
さ
れ
（
平
成

2
0
年
６
月
）
、

経
費

削
減

を
目

的
と

し
た
指
定
管
理
者
制

度
の
導
入
が
各

地
の
公
民
館
で
行

わ
れ
る
な
ど
、

公
民

館
や

社
会

教
育

を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の

よ
う

な
変

化
の
中

、
福
生
市
公
民

館
運
営
審
議
会
（

以
下
「
公
運
審

」
と
い
う
）
に

お
い

て
は

、
館

長
か

ら
の
諮
問
を
受
け
「
公
民
館
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
」
（
資
料
５
）
を
平

成
1
7
年

1
1
月

3
0
日
に
、
答
申
し
ま
し
た
。

ま
た

改
正

教
育

基
本
法

（
資
料
３
）
で

は
、
教
育
振
興
基

本
計
画
を
各
自

治
体
に
お
い
て

作
成

す
る

こ
と

と
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の

た
び
、
福
生
市

公
民
館
に
お
い
て

独
自
の
基
本
構

想
、
基

本
計

画
づ

く
り
を
前
提
と
し
た
「
福
生
市
公
民
館
の
将
来
像
に
つ
い
て
」（

福
教
公
発

第
49

号
）
を

平
成

19
年
６
月

1
4
日
に
福
生
市
公
民
館
長

よ
り
諮
問
さ
れ
（
資
料

1）
、
公

運
審

で
は

す
で

に
中

間
答
申
を
平
成

2
0
年
３
月

2
9
日
に
提
出
し
ま
し
た
が
、
福
生
市
公
民

館
の

将
来

像
を

考
え

て
い
く
う
え
で
、
市

民
に
深
く
か
か

わ
る
事
柄
で
あ
る

た
め
、
公
運
審

は
市

民
と

と
も

に
起

草
委
員
会
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

起
草

委
員

会
で

は
、
下
記
の
項
目
に
沿
っ
て
討
議
、
検
討
を

重
ね
て
き
ま
し
た
。

１
 
団

体
・

サ
ー
ク
ル
へ
の
学
習
支
援

２
 

職
員

の
あ

り
方
や
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
計
画

３
 

事
業

の
企

画
・
運
営

４
 

公
運

審
の

役
割

５
 

施
設

の
整

備
・
運
営

討
議

を
重

ね
た

結
果
、
追
加
事
項
を
含
め
て

6
項
目
に
ま

と
め
答
申
い
た
し
ま
す
。

Ⅰ
 

市
民

に
開

か
れ
た
公
民
館
で
あ
る
た
め
に

Ⅱ
 

こ
れ

か
ら

の
公
民
館
事
業
の
あ
り
方
と
は

Ⅲ
 

市
民

の
公

民
館
利
用
に
つ
い
て

Ⅳ
 

市
民

の
学

習
を
支
え
る
職
員
の
あ
り
方

Ⅴ
 

公
民

館
運

営
審
議
会
委
員
の
役
割

Ⅵ
 

施
設

の
整

備
・
運
営

2 

Ⅰ
 
市

民
に

開
か
れ
た

公
民
館
で
あ

る
た
め

に
１
 
こ

れ
か
ら
の

公
民

館
利
用

者
と
は

公
民
館

は
こ

れ
ま

で
「

利
用

者
」

で
あ

る
市

民
の

学
び

を
保

障
し

、
支

援
し

て
き

ま
し
た
が

、
福

生
市

公
民

館
に

お
い

て
、
「

公
民

館
利

用
者

」
と

は
、

公
民

館
で

活

動
す
る
趣

味
・

学
習

サ
ー

ク
ル

な
ど

に
所

属
す

る
人

を
指

し
て

き
ま

し
た

。
 

し
か
し

、
公

民
館

の
将

来
像

を
構

想
す

る
際

、
今

ま
で

認
識

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

利
用
者
及

び
将

来
の

利
用

者
に

ま
で

視
野

を
広

げ
て

考
え

る
必

要
も

あ
り

ま
す

。

(1
)学

習
は
「

個
」

か
ら

出
発

学
び
（

学
習

活
動

）
の

最
小

単
位

は
、
一

人
の

市
民

、「
個

」
か

ら
出

発
し

ま
す

。

こ
れ
ま
で
も

主
催

事
業

で
あ

る
学

級
・

講
座

等
を

開
催

し
、
「

個
」

の
学

習
を

保
障

し
て
き
ま
し

た
。

 

そ
れ
は
公

民
館

の
役

割
か

ら
見

れ
ば

、
市

民
に

単
に

学
習

の
出

発
を

保
障

す
る

だ

け
で
は
な
く

、
そ

こ
に

参
加

す
る

市
民

が
「

学
び

の
主

体
者

」
と

し
て

成
長

し
、

変

化
し
て
い
く

過
程

を
保

障
す

る
も

の
で

も
あ

り
ま

す
。

 

ま
た
一
方

、
市

民
か

ら
見

れ
ば

そ
の

講
座

に
参

加
す

る
こ

と
で

他
者

と
交

わ
り

、

相
互
に
学
ぶ

場
を

得
る

こ
と

に
な

り
ま

す
が

、
そ

の
相

互
の

学
び

の
過

程
を

経
て

こ

そ
真
の
「
学

び
の

主
体

者
」

と
変

化
成

長
し

て
い

く
の

で
す

。
 

そ
の
意
味

で
は

、
サ

ー
ク

ル
を

構
成

し
な

い
「

個
」

の
学

習
主

体
で

あ
る

講
座

等

の
参
加
者
も

公
民

館
利

用
者

と
言

え
ま

す
。

学
び

、
成

長
し

て
い

く
主

体
的

な
市

民

は
、
将
来
の

公
民

館
像

を
体

現
し

て
い

る
と

も
言

え
ま

す
。

学
ぶ

主
体

者
こ

そ
が

、

明
日
の
公
民

館
を

育
て

る
人

材
と

な
る

で
し

ょ
う

。
 

 

(2
)市

民
す
べ

て
が

利
用
者

を
目

指
し
て

こ
れ
ま

で
公

民
館

を
全

く
利

用
し

た
こ

と
の

無
い

市
民
「

未
知

の
利

用
者

」
も

視

野
に
入
れ

、
社

会
の

制
度

不
備

や
物

理
的

障
害

が
原

因
で

な
か

な
か

公
民

館
に

来
ら

れ
な
い
市

民
、
暮

ら
し

と
仕

事
に

追
わ

れ
自

ら
の

課
題

に
気

付
く

余
裕

の
な

い
「

沈

黙
の
市
民

」
を

も
含

め
て

学
習

支
援

の
対

象
で

あ
る

こ
と

を
再

認
識

す
る

必
要

が
あ

り
ま
す
。

( 3
)市

民
活
動

・
Ｎ

Ｐ
Ｏ
団

体
へ

の
支
援

現
在
、
公

民
館

で
活

動
す

る
サ

ー
ク

ル
は

、
社

会
教

育
関

係
団

体
と

し
て

位
置

付
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け
ら

れ
て

い
ま
す
が
、
市
民
活
動
団
体
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）

も
社
会
教
育
関
係
団
体
と
し
て

公
民

館
を

無
料
で
利
用
で
き
る
、
福
生
市
公
民
館
条

例
「
第

1
1
条

法
第

2
0
条
の

目
的

で
使

用
す
る

場
合

及
び
委

員
会
が

公
益
上

必
要
で

あ
る

と
認
め

た
場
合

を
除

き
、

使
用

料
を
徴
収
す
る
」
の
規
定
を
適
用
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
（
資
料
４
）

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
格

を
取
得

し
独
自

事
務

所
を
持

っ
て
運

営
を
進

め
る

と
こ
ろ

も
あ

り
ま

す
が

、
今
ま
さ
に
成
長
段
階
の
市
民
活
動
も
あ

り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
成
長
段

階
に

あ
る

活
動
や
実
践
の
下
地
作
り
と
な
る
学
び
の

場
と
し
て
、
公
民
館
の
援
助
が

必
要

と
思

わ
れ
ま
す
。
（
資
料
６
）

 

２
 

「
公

民
館
な

ん
で
も

委
員

会
」

の
設
置

 

広
く

利
用
者
の
考
え
や
意
見
に
耳
を
傾
け
、
積
極
的
に
活
用
す
る
意
味
で
「
公
民

館
な

ん
で

も
委
員
会
」
（
仮
称
）
の
設
置
を
求
め
ま

す
。

(項
目

Ⅱ
.「

こ
れ
か
ら
の
公
民
館
事
業
の
あ
り
方
」
と
も
重
な
る
た
め
、
そ
ち
ら
に

記
載

)

Ⅱ
 

こ
れ

か
ら

の
公

民
館

事
業

の
あ
り

方
１
 

公
民

館
事
業

の
視
点

(1
)公

民
館
事

業
の
公

共
性

社
会

教
育
施
設
と
し
て
、
市
民
の
学
習
を
保
障
し
て
い
る
公
民
館
事
業
・
講
座
は
、

常
に

地
域

に
向
け
て
開
か
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
生
活
ス
タ
イ
ル
が

多
様

化
し

た
現
代
、
地
域
の
課
題
も
多
様
化
し
て
い

ま
す
。
現
在
の
課
題
を
掘
り
起

こ
し

、
将

来
起
こ
り
う
る
課
題
に
備
え
、
公
民
館
で

の
学
び
を
通
し
、
個
人
の
課
題

か
ら

地
域

課
題
と
し
て
共
有
し
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

一
方

、
地

域
に
目
を
向
け
る
だ
け
で
は
見
え
に
く
い
課
題
も
多
く
あ
り
ま
す
。
食

の
自

給
率

と
安
全
、
地
球
環
境
と
温
暖
化
、
生
態
系

の
変
化
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
争
奪
と

平
和

・
安

定
、
新
自
由
主
義
経
済
の
破
綻
と
混
乱
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら

を
身

近
に

お
き
か
え
れ
ば
、「

福
生
市
内
の
農
業
は
持
続
で
き
る
？
」「

福
生
産
の
野

菜
や

食
品

を
食
べ
よ
う
」「

納
豆
を
こ
れ
か
ら
も
食
べ
ら
れ
る
か
？
」「

多
摩
川
の
動

物
は

変
化

し
て
い
る
？

」
「
何
故
、
商
店

の
シ
ャ
ッ
タ
ー
が

閉
ま
っ
て
い
る

の
？
」

な
ど

な
ど

、
実
は
自
分
た
ち
の
足
元
の
問
題
と
明
ら

か
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
よ

う
に

学
び
の
課
題
そ
の
も
の
に
、
ま
た
学
び
の

中
味
や
質
そ
の
も
の
に
、
明
ら

4 

か
な
公
共
性
が

求
め

ら
れ

る
時

代
へ

と
変

化
し

て
い

か
ざ

る
を

得
ま

せ
ん

。
知

識
を

「
会
得
」
す
る

学
び

に
加

え
て

、
問

題
の

抽
出

や
そ

の
解

決
に

向
け

た
実

践
を

取
り

入
れ
「
体
得
」

す
る

学
び

が
重

要
と

考
え

ま
す

。
 

公
民
館
事
業

は
こ

れ
ら

の
変

化
に

対
応

し
、
ま

た
こ

の
よ

う
な

学
び

の
必

要
性

を

「
沈
黙
の
市
民

」
か

ら
も

キ
ャ

ッ
チ

し
、
そ

の
上

で
一

緒
に

問
題

解
決

の
糸

口
と

な

る
実
践
的
な
機

会
を

提
供

し
て

い
く

こ
と

が
、
公

民
館

事
業

の
公

共
性

と
い

え
ま

す
。

こ
の
よ
う

な
公

民
館

の
公

共
性

の
理

念
を

ど
の

よ
う

な
事

業
で

さ
ら

に
実

現
で

き

る
か
考
え
る
こ

と
が

大
切

な
こ

と
で

す
。
そ

の
た

め
に

は
、
市

民
と

職
員

が
知

恵
を

持
ち
寄
り
事
業

や
運

営
に

つ
い

て
自

由
な

意
見

交
換

で
き

る
場

が
必

要
で

す
。

 

市
民
の

自
主
性

を
高

め
、
利

用
者

の
拡

大
を
図

る
講
座
・
事

業
の

計
画
と

運
営

を

目
指
し

、
市

民
と

職
員

が
協
働

で
き
る

「
公
民

館
な

ん
で
も

委
員

会
」
（

仮
称

）
制

度
を
提
言

し
ま
す

。
 

( 2
)共

に
生
き
る

社
会

を
目
指

す
学

び
の
た

め
に

市
民
が
自

由
に

楽
し

み
な

が
ら

生
き

が
い

で
あ

る
趣

味
に

打
ち

込
ん

だ
り

、
学

習

を
積
み
重
ね

た
り

で
き

る
場

で
あ

る
た

め
に

は
、
「

平
和

」
と

「
人

権
」

が
公

民
館

の
基
本
に
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。
平

和
を

維
持

さ
せ

る
た

め
に

他
者

を
理

解
し

、

人
権
を
守
る

た
め

に
は

他
者

を
尊

重
す

る
こ

と
を

学
ば

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

学
習
の
出

発
は

「
個

」
で

あ
る

こ
と

は
、

先
に

述
べ

ま
し

た
が

、
「

孤
立

化
」

や

「
自
己
責
任

と
い

う
名

の
社

会
的

分
断

」
に

追
い

込
む

も
の

で
あ

っ
て

は
な

り
ま

せ

ん
。
こ
の
よ

う
な

方
向

性
が

、
現

代
社

会
の

ひ
ず

み
を

生
み

出
し

て
い

る
と

言
え

ま

す
。
 

公
民
館
は

、
こ

れ
と

は
全

く
正

反
対

の
プ

ラ
ス

の
方

向
に

進
む

べ
き

で
す

。
相

互

の
理
解
を
深

め
、
人

と
の

か
か

わ
り

、
他

者
と

共
に

得
る

学
び

こ
そ

が
共

感
を

呼
び

起
こ
し
、
課

題
の

共
有

を
実

感
さ

せ
互

い
に

認
め

合
い

生
き

る
「

共
生

」
を

可
能

と

し
ま
す
。
 

こ
の
点
を

踏
ま

え
、
「

共
に

生
き
る

社
会
を

目
指
す

学
び

」
を
公

民
館

事
業

に
加

え
る
こ
と

を
提
言

し
ま

す
。

 

( 3
)主

体
性
を
育

て
る

学
び
の

た
め

に

こ
れ
ま
で

も
公

民
館

は
学

び
の

中
で

、
主

体
性

を
育

て
る

こ
と

に
着

眼
を

し
て

き

ま
し
た
が
、

な
か

な
か

容
易

な
こ

と
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
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机
上

の
学

び
・
座

学
へ
の
偏
り
を
排
し
、
相
互
の
学
び
を

深
め
楽
し
い
も
の
に
す

る
た

め
に

、
参

加
型

の
学
び
と
実
践
型
の
学
び
の
手
法
を
取

り
入
れ
て
い
く
必
要
が

あ
る

と
思

わ
れ

ま
す
。
学
び
へ
の
参
加
意
欲
を
引
き
出
し
、
知
識
を
活
か
す
実
践
を

取
り

入
れ

る
こ

と
で
、
課
題
へ
の
当
事
者
意
識
が
芽
生
え
る
こ
と
を
期
待
で
き
ま
す
。

ま
た

、
さ

ら
な

る
段
階
の
学
び
や
意
欲
を
生
み
出
す
で
し
ょ
う
。
 

 
具

体
的
に

は
、
参

加
型

・
実
践

型
の
学

び
を

取
り
入

れ
る
た

め
、
ワ

ー
ク

シ
ョ
ッ

プ
手

法
や
フ

ァ
シ

リ
テ
ー

タ
ー
力
を

身
に

つ
け
る

講
座

の
開

催
、
市
民

活
動
団
体

・

Ｎ
Ｐ

Ｏ
団
体

と
の

連
携
や

共
同
企
画

を
提

言
し
ま

す
。

 

( 4
)地

域
文

化
の

継
承
と

創
造
の

た
め

に

地
域

文
化

は
、
そ

の
場
所
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
が
、
日

々
の
生
活
を
し
て
身
に

付
け

て
き

た
も

の
で
あ
り
ま
す
。
積
み
重
ね
て
き
た
文
化
を
伝
承
し
て
い
く
こ
と
で
、

そ
の

習
慣

や
想

い
を
引
き
継
い
で
い
く
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
時
間
を
か
け
て

深
め

ら
れ

た
地

域
の
財
産
を
発
見
し
、
さ
ら
に
今
に
生
き
る
文
化
を
創
り
出
し
残
し

て
い

く
の

で
す

。
公
民
館
で
学
ぶ
文
化
と
は
、
流
派
、
家
元
、
宗
教
、
人
種
な
ど
で

差
別

す
る

こ
と

な
く
、
広
い
視
野
で
文
化
の
歴
史
や
本
質
を
学
習
す
る
こ
と
に
意
味

が
あ

り
ま

す
。

文
化

講
座

関
連

の
講
師

は
「
公

民
館
の

学
び

」
の
大

切
さ
を

理
解
し

て
も

ら
う
た

め
、

新
規
講

師
へ

の
説
明

会
の
実
施

を
提

言
し
ま

す
。

 

( 5
)電

子
化

の
進

展
に
伴

う
ツ
ー

ル
へ

の
支
援

公
民

館
で

活
動

す
る
団
体
、
あ
る
い
は
公
民
館
事
業
に
参
加
す
る
人
々
に
と
っ
て
、

公
民

館
と

の
通

信
ツ
ー
ル
と
し
て
、
ま
た
作
成
文
書
の
提
出
な
ど
、
今
や
パ
ソ
コ
ン

使
用

を
無

視
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
更
に
将
来
、
利
用
手
続
き
等
の
電
子
化
を

想
定

し
、
対

策
が

必
要
で
す
。
パ
ソ
コ
ン
を
所
持
し
利
用
で

き
る
人
と
そ
う
で
は
な

い
人

と
の

情
報

格
差
を
つ
く
ら
な
い
た
め
に
も
、
早
急
に
取
り
組
み
が
必
要

で
す

。
 

公
民

館
利

用
者

が
活
用

で
き
る

パ
ソ
コ

ン
を

三
館
に

設
置
す

る
こ

と
を
提

言
す

る
と

と
も
に

、
そ
の

利
用
ル

ー
ル

づ
く
り

、
情
報

格
差

を
つ
く

ら
な
い

た
め

の
パ
ソ

コ
ン

操
作
講

習
を

行
う
こ

と
も
提
言

し
ま

す
。

 

 
 

6 

２
 
地

域
に
出
て

行
う

事
業
の

あ
り
方

(1
)地

域
活
動

へ
の

積
極
的

な
参

加
に
よ

る
支

援

公
民
館

の
基

盤
と

な
る

理
念

と
公

共
的

意
味

を
地

域
へ

と
広

げ
て

い
く

時
に

、
幼

稚
園
、
保

育
園

、
学

校
、

ふ
っ

さ
っ

子
の

広
場

、
学

童
保

育
、

児
童

館
、

小
地

域
福

祉
活
動
等

に
も

つ
な

が
り

を
持

ち
、
公

民
館

利
用

者
が

そ
れ

ら
の

活
動

へ
積

極
的

に

参
加
（
支

援
）

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
ま

す
。

例
え
ば

、
公

民
館

・
公

民
館

利
用

者
の

学
び

を
活

か
し

た
「

出
張

講
座

」
（

仮
称

）

を
開
催
す
る

な
ど

、
公

民
館

と
い

う
拠

点
を

持
ち

つ
つ

、
そ

の
学

び
を

生
か

す
場

を

広
く
地
域
に

広
げ

て
い

く
こ

と
で

、
今

ま
で

公
民

館
に

興
味

が
な

か
っ

た
市

民
（

未

知
の
市
民
）
に

も
、
教

育
機

関
と

し
て

の
公

民
館

を
ア

ピ
ー

ル
す

る
場

と
し

て
活

か

せ
ま
す
。
高

齢
等

の
問

題
で

、
公

民
館

を
訪

れ
る

事
が

難
し

く
な

っ
た

市
民

へ
の

学

習
も
保
障
で

き
ま

す
。

公
民
館

と
地

域
の

間
に
立

っ
て
地

域
の

ニ
ー
ズ

を
把

握
し
、
連

絡
調
整

を
は

か
る

コ
ー
デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
養

成
と
公
民

館
・
公

民
館

利
用

者
が
地

域
に

参
加
す

る
と
い

う
出
張
講

座
を

提
言

し
ま

す
。

 

３
 
公

民
館
の
学

び
の

循
環

(1
)市

民
の
力

を
活

か
す
シ

ス
テ

ム
づ
く

り

市
民
が

公
民

館
で

学
ん

だ
も

の
を

活
か

す
場

が
あ

れ
ば

、
受

け
身

の
学

習
か

ら
地

域
へ
の
積

極
的

な
発

信
へ

変
化

し
、
よ

り
社

会
教

育
的

視
点

を
持

っ
た

活
動

と
し

て

活
か
せ
ま

す
。

講
座

を
受

け
た

市
民

や
、

自
主

活
動

の
中

で
学

習
を

重
ね

た
団

体
・

サ
ー
ク
ル

を
地

域
の

社
会

教
育

資
源

と
し

て
考

え
、
そ

れ
を

還
元

で
き

る
シ

ス
テ

ム

づ
く
り
が

ま
ず

必
要

で
す

。

市
民
と

職
員

と
の
協

働
の

講
座
づ

く
り

、
市
民

の
ス
テ

ッ
プ
ア

ッ
プ

研
修
制

度

を
設
立
す

る
こ

と
を

提
言

し
ま
す
。

 

 

(2
)市

民
活
動

団
体

（
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
を
含

む
）

と
共
に

市
民
活

動
団

体
（

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
を

含
む

）
は

、
多

く
の

場
合

そ
の

団
体

設
立

者
(
複

数
の
場
合

も
含

む
)
の

学
び

や
実

践
・

体
験

活
動

に
よ

っ
て

出
発

し
ま

す
が

、
会

の

目
的
や
ミ

ッ
シ

ョ
ン

を
実

践
・
達

成
す

る
こ

と
が

重
要

な
課

題
と

な
り

、
そ

の
た

め

に
学
び
も

必
要

と
な

り
ま

す
。
社

会
状

況
や

現
環

境
の

把
握

、
ど

の
よ

う
な

方
策

を

持
っ
て
活

動
の

障
害

を
打

破
す

る
か

、
ま

た
多

く
の

人
々

に
理

解
を

求
め

、
か

か
わ

り
を
促
す

に
は

ど
の

よ
う

な
方

法
が

あ
る

か
、
さ

ら
に

活
動

実
践

を
発

展
さ

せ
地

域
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政
策

へ
の

提
言
が
で
き
る
か
な
ど
、
本
質
的
な
学
び
か
ら
方
法
論
的
学
び
に
い
た
る

ま
で

、
多

く
の

学
び
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。
市
民
活
動
団

体
が
蓄
積
し
て
き
た
実
践

や
課

題
を

提
供
し
て
も
ら
い
な
が
ら
、
公
民
館
と
共
同
で
事
業
を
企
画
す
る
こ
と
も

可
能

で
す

。
 

こ
れ

ら
は

、
現

在
の
よ
う
な
公
民
館
か
ら
援
助
を
受
け

る
と
い
う
立
場
の
「
公
民

館
利

用
者

・
利
用
団
体
」
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
「

公
民
館
を
持
続
的
に
創
る
」

「
公

民
館

事
業
を
企
画
運
営
す
る
」
な
ど
、
ま
さ
し
く
公
民
館
の
運
営
主
体
者
と
し

て
成

長
し

て
い

く
姿
が

そ
の
将

来
的
視

野
に
含

ま
れ
て

く
る

の
で
は

な
い
で

し
ょ

う
か

。
 

市
民

活
動
団

体
が
蓄
積

し
て

き
た

実
践
や

学
び

を
提
供

し
て

も
ら

い
な

が
ら

、
公

民
館

職
員

と
事

業
を
共
同

企
画

し
た

り
、
共

催
を

実
施
す

る
こ

と
を

提
言

し
ま
す

。
 

４
 

事
業

評
価
の

視
点
と

方
法

(1
)双

方
向
評

価
の
導
入

現
在

の
評

価
方
法
は
、
担
当
職
員
が
記
入
法
を
基
に
独
自
判
断
し
て
い
く
方
式
で

す
が

、
評

価
の
透
明
性
や
正
確
性
、
公
平
性
が
問
わ
れ
ま
す
。
実
施
事
業
・
講
座
の

内
容

に
関

す
る
評
価
は
、
参
加
人
数
の
み
で
は
測
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
い
わ

ゆ
る

公
民

館
の
基
本
と
な
る
精
神
を
活
か
し
た
、
真
に
必
要
と
す
る
事
業
・
講
座
も

当
然

あ
る

は
ず
で
す
。
企
画
し
た
担
当
職
員
と
、
事
業
・
講
座
参
加
者
で
の
双
方
向

で
の

評
価

が
必
要
で
し
ょ
う
。
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
の
導
入
で
、
同
一
の
基
準
に
つ
い

て
互

い
に

評
価
し
あ
い
、
評
価
対
象
に
講
座
へ
の
感
想
や
リ
ク
エ
ス
ト
を
入
れ
、
点

数
に

表
れ

な
い
点
も
評
価
に
組
み
入
れ
て
分
析
し
、
次
年
度
の
講
座
作
り
へ
と
活
か

し
て

い
く

こ
と
も
大
切
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

担
当

職
員
と

事
業
・
講
座

参
加

者
の
双

方
向

の
評
価

シ
ス
テ
ム
を
作

る
こ
と
を
提

言
し

ま
す

。
 

( 2
)事

業
評
価

の
公
表

事
業

評
価

は
単
に
、
該
当
事
業
担
当
職
員
個
々
を
評
価
す
る
も
の
で
は
な
く
、
公

民
館

と
し

て
な
す
べ
き
事
業
評
価
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。

よ
っ

て
、
事

業
評

価
の

透
明
性

を
高

め
る
た

め
、
広
く

市
民
に
向

け
て

公
開
す
る

こ
と

を
提

言
し

ま
す
。

 

8 

Ⅲ
 
市

民
の
公
民
館

利
用

に
つ
い

て

１
 
住

民
へ

の
学

習
保
障

社
会
教
育

法
第

2
0
条

（
資

料
２

）
に

は
「

公
民

館
は

、
市

町
村

そ
の

他
一

定
区

域
内
の
住
民
の

た
め

に
実

際
生

活
に

即
す

る
教

育
、
学

術
及

び
文

化
に

関
す

る
各

種

の
事
業
を
行
い

、
も

つ
て

住
民

の
教

養
の

向
上

、
健

康
の

増
進

、
情

操
の

純
化

を
図

り
、
生
活
文
化

の
振

興
、

社
会

福
祉

の
増

進
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

」

と
あ
り
ま
す
。

こ
の

法
律

で
規

定
さ

れ
た

公
民

館
の

目
的

に
沿

い
、

福
生

市
公

民
館

は
福
生
市
公
民

館
条

例
第

1
1
条

（
資

料
４

）
を

根
拠

と
し

て
、

す
べ

て
の

住
民

に

学
び
の
た
め

の
無

料
利

用
を

保
障

し
て

い
ま

す
。

学
び

の
対

象
が

、
す

べ
て

の
住

民

で
あ
る
た
め

に
も

こ
の

基
本

を
外

す
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

住
民
の
学
び
の

た
め

、
公
民

館
利
用

の
無

料
保
障

を
今

後
も
堅

持
す

る
よ
う

提
言

し
ま

す
。

 

２
 
公

民
館

を
無

料
で
利

用
す

る
意
味

と
公

共
性

市
の
財
政

の
逼

迫
が

論
じ

ら
れ

る
昨

今
、
現

在
か

ら
将

来
ま

で
も

市
民

に
欠

く
こ

と
の
で
き
な

い
学

び
の

基
本

的
保

障
と

し
て

「
使

用
料

無
料

」
を

堅
持

す
る

た
め

に

は
、
単
に
施

設
を

「
無

料
で

借
り

ら
れ

る
」

と
い

う
単

純
な

理
解

か
ら

脱
却

し
、

公

民
館
が
福
生

市
全

体
の

お
財

布
の

中
で

ど
の

く
ら

い
の

予
算

で
あ

る
か

、
ま

た
公

民

館
予
算
を
ど

の
よ

う
な

事
業

に
ど

の
よ

う
に

配
分

さ
れ

て
い

る
の

か
等

、
公

民
館

利

用
者
が
も

っ
と

積
極

的
に

公
民

館
運

営
や

市
の

行
財

政
全

般
に

関
心

を
持

ち
学

ぶ

必
要
が
あ
り

ま
す

。
 

限
り
あ
る

公
的

財
源

か
ら

保
障

さ
れ

て
い

る
学

び
は

、
「

私
だ

け
」

の
も

の
で

は

な
く
、
「
私

が
学

ぶ
」

と
い

う
枠

を
超

え
、
「

他
者

に
も

保
障

さ
れ

て
い

る
権

利
―

学

ぶ
」
を
は
っ

き
り

と
認

識
す

る
こ

と
が

重
要

で
す

。
利

用
者

一
人

ひ
と

り
に

問
わ

れ

る
、
「
公
共

性
」

と
は

、
私

た
ち

が
、
「

私
」

に
保

障
さ

れ
る

学
び

へ
の

コ
ス

ト
を

意

識
し
、
自
己

の
学

び
や

相
互

の
学

び
か

ら
得

た
成

果
を

、
自

ら
の

意
思

に
よ

っ
て

他

者
に
あ
る
い

は
さ

ら
に

開
か

れ
た

領
域

へ
向

け
て

発
信

し
、
提

供
す

る
こ

と
が

必
然

で
あ
り
、
学

び
が

そ
の

よ
う

な
行

為
に

繋
が

る
こ

と
が

価
値

あ
る

と
気

づ
く

こ
と

が
、

さ
ら
に
「

公
共
の

福
祉

」
を
認

識
す

る
こ
と

に
な

り
ま
す

。
 

３
 
利

用
者

連
絡

会
・
交

流
会

が
果
た

す
役

割

公
民
館
本

館
は

利
用

者
連

絡
会

、
松

林
分

館
、

白
梅

分
館

は
利

用
者

交
流

会
が

各
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団
体

・
サ

ー
ク

ル
の

独
自
目
的
を
越
え
、
二
か
月
に
一
度
、
交

流
を
深
め
る
場
と
し

て
設

け
ら

れ
て

い
ま

す
。
公
民
館
活
動
を
す
る
上
で
、
あ
ら
ゆ

る
問
題
を
出
し
合
い

共
に

考
え

解
決

す
る

場
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
市
民
の
学
習
意

識
を
高
め
、
公
民
館

利
用

者
と

し
て

の
連

帯
を
培
う
た
め
に
も
大
切
で
す
。
 

三
館

が
協

力
し

て
行
う
「
公
民
館
の
つ
ど
い
」
の
趣
旨
も
ま

た
、
同
様
な
こ
と
を

目
指

し
て

い
ま

す
。
「
出
会
い
知
り

合
い
交
流
し
て

い
く
た
め
に
、

各
分
野
を
越
え

た
交

流
の

場
に

し
て

い
き
た
い
」
「

公
民
館
で
活
動

す
る
こ
と
の
意

味
を
考
え
て
い

き
た

い
」
「

活
動

し
、

交
流
し
あ
う

中
で
、
生
活
や

地
域
の
課
題
を

考
え
て
い
き
た

い
」
「

つ
ど

い
が

、
ひ

と
つ
の
き
っ

か
け
と
な
っ
て

、
後
に
横
に
繋

が
り
あ
え
る
場

を
持

ち
続

け
て

い
き

た
い
」
と
あ
り
ま
す
。
今
後
も
趣
旨
を
確

認
し
つ
つ
継
続
し
て

取
り

組
む

こ
と

が
必

要
で
す
。

平
成

2
0
年

９
月

1
6
日
配
布
、
1
0
月

1
3
日
回
収
し
た
公
民
館
利
用
団
体
へ
の
ア

ン
ケ

ー
ト

（
13

1
サ

ー
ク
ル
回
答
、
回
収
率

57
%
）
（
資
料
７

）
の
中
で
、「

公
民
館

に
お

け
る

利
用

者
交

流
会
・
連
絡
会
、
ま
つ
り
・
つ
ど
い
な
ど

の
実
行
委
員
会
は
ど

の
よ

う
な

目
的

（
役

割
）
を
持
っ
て

い
ま
す
か
」
と

い
う
質

問
に
対

し
、
「
公
民
館

活
動

を
し

て
い

る
人

と
の
、
交

流
や

情
報
交

換
の
場

」
と

思
う
意

見
が
一

番
多
く

（
2
8
.
9
％

）
、「

利
用

者
交
流
会
・
連
絡
会
は
利
用
者
で
つ
く
っ

て
い
く
場
だ
と
思
う
」

（
2
6
.
5
％

）
、
「

サ
ー
ク
ル
間
の
交
流
を
深
め
、
公
民
館
の
こ
と

を
共
に
考
え
る
場
だ

と
思

う
」
（

1
8
.
6
％

）
、
と
い
う
回
答
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
が
示
す
結

果
と

し
て

、
7
4
％

の
団
体
が
「
交
流
を
大
切
に
し
、
か
つ
利
用
者
自
ら
が
そ
れ
ら
を

作
る

」
と

し
て

い
ま

す
。
こ
の
結
果
か
ら
今
後
も
意
味
あ
る
形

で
継
続
さ
せ
る
こ
と

が
必

要
で

す
。

利
用

者
連

絡
会

・
交
流
会
が
更
に
発
展
す
る
た
め
に
は
、
先

に
述
べ
た
よ
う
に
公

民
館

利
用

者
の

概
念

を
広
げ
、
年
間
テ
ー
マ
を
決
め
、
年
度
を

通
し
て
関
心
や
学
び

を
継

続
す

る
こ

と
が

必
要
で
す
。
ま
た
公
民
館
職
員
に
と
っ
て

は
、
公
民
館
利
用
者

や
市

民
の

意
見

・
要

望
を
つ
か
む
場
と
し
て
、
積
極
的
に
関
わ

る
こ
と
が
求
め
ら
れ

ま
す

。
 

利
用

者
一

人
ひ

と
り
が
主

体
的
に
か

か
わ

り
、
利
用

者
連

絡
会
・
交
流

会
を
活
性

化
す

る
た

め
、
会
議

運
営
の
力

を
つ

け
る
フ

ァ
シ

リ
テ

ー
タ
ー

養
成
講
座

等
の
開
催

を
提

言
し

ま
す
。

 

10
 

Ⅳ
 
市
民

の
学

習
を

支
え

る
職
員
の
あ

り
方

１
 
公
民

館
職
員

の
視
点

(1
)市

民
の
学

習
を
支
え

る
視

点

 
 
 
公
民
館
に

お
け

る
学

習
は

、
幸

福
で

健
康

に
暮

ら
す

た
め

の
学

び
で

あ
り

、
常

に

「
平
和
」
「

人
権

」
「

共
生

」
を

基
本

と
し

、
市

民
同

士
が

地
域

社
会

の
課

題
を

学
習

課
題
と
し
て

見
出

し
、
相

互
学

習
と

い
う

手
法

に
よ

っ
て

自
ら

解
決

し
て

い
く

力
を

養
う
こ
と
に

あ
り

ま
す

。

つ
ま
り
、
公

民
館

に
お

け
る

学
習

は
知

識
や

情
報

を
得

る
こ

と
に

留
ま

ら
ず

、
人

間
と
し
て
地

域
社

会
の

中
で

生
き

て
い

く
た

め
の

力
を

養
う

学
習

と
言

え
ま

す
。

そ
う
し
た

市
民

の
学

習
を

支
え

る
公

民
館

職
員

の
視

点
は

大
変

重
要

に
な

り
ま

す
。（

注
）「

公
民

館
職

員
」
と

は
、
嘱

託
職

員
、
公

民
館

保
育

者
な

ど
す

べ
て

の
職

員
を

含

み
ま

す
。

(2
)主

体
的
な
市

民
を

育
て
る

視
点

公
民
館
の

学
習

は
、
個

人
が

自
身

の
学

習
要

求
を

満
た

す
だ

け
で

な
く

、
共

に
学

ぶ
関
わ
り
の

中
か

ら
お

互
い

を
理

解
し

、
相

互
に

学
ぶ

関
係

を
生

み
「

主
体

的
な

市

民
」
に
成
長

し
て

い
く

と
こ

ろ
に

意
味

が
あ

り
ま

す
。
公

民
館

職
員

は
参

加
者

と
参

加
者
を
意
識

的
に

結
び

、
市

民
の

主
体

的
な

学
習

を
継

続
的

に
支

え
る

事
が

必
要

で

す
。 公
民
館

職
員
は
、
市
民

の
学

習
を

支
え
る
視

点
、
主
体

的
な
市

民
を

育
て
る

視
点

を
持
っ
て

公
民
館
事

業
運

営
を
進
め

る
よ

う
提
言

し
ま

す
。

 

２
 
公
民

館
職
員

と
し
て

の
研

修
の

あ
り
方

(1
)研

修
と
そ

の
体
制
の

充
実

公
民
館
職

員
は

公
民

館
へ

の
理

解
を

深
め

、
社

会
教

育
の

理
念

を
学

ん
だ

う
え

で

事
業
・
講
座

に
お

い
て

実
践

し
て

い
く

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
ま

す
。
特

に
新

任
職

員
は
公
民
館

・
社

会
教

育
全

般
に

わ
た

る
基

礎
的

な
学

び
が

必
要

で
あ

り
、
研

修
体

制
を
充
実
さ

せ
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

ま
た
、
公

民
館

の
事

業
・
講

座
が

地
域

課
題

や
生

活
課

題
の

解
決

に
必

要
と

さ
れ

る
学
習
で
あ

る
た

め
に

は
、
地

域
課

題
の

吸
い

上
げ

や
分

析
力

が
必

要
で

あ
り

、
全

職
員
が
定
期

的
に

研
修

を
す

る
体

制
作

り
が

必
要

で
す

。

さ
ら
に
外

部
研

修
へ

積
極

的
に

参
加

し
様

々
な

情
報

を
得

、
研

修
の

成
果

を
レ

ポ
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ー
ト

な
ど

で
公
開
し
、
す
べ
て
の
公
民
館
職
員
と
市
民
で
共
有
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま

す
。

(2
)専

門
性
を

高
め
る
た

め
の

制
度
の

活
用

公
民

館
職

員
は
専
門
的
な
資
格
（
社
会
教
育
主
事
）
を
持
っ
て
い
る
職
員
で
構
成

さ
れ

る
こ

と
が
望
ま
れ
ま
す
が
、
現
在
は
一
般
職
か
ら
の
異
動
と
い
う
こ
と
が
多
く
、

公
民

館
職

員
と
し
て
の
専
門
性
を
高
め
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
社
会
教

育
主

事
資

格
取
得
へ
積
極
的
に
取
り
組
め
る
よ
う
、
現
行
制
度
を
活
用
し
て
い
く
こ

と
は

、
市

民
の
学
習
を
支
え
る
公
民
館
職
員
の
力
量
形
成
を
育
む
上
で
重
要

で
す

。

公
民

館
全
職

員
が
定
期

的
に

研
修

を
す
る

こ
と

、
及

び
社

会
教

育
主

事
資
格
取

得

制
度

の
活

用
を

提
言
し
ま

す
。

 

３
 

公
民

館
職
員

の
体
制

(1
)職

員
集
団

の
確
立

現
在

、
福

生
市
に
は
本
館
と
分
館

2
館
の
計

3
館
の
公

民
館
が
あ
り
、
事
業
係
の

職
員

が
本

館
に

は
５
名
、
各
分
館
に
は
そ
れ
ぞ
れ
３
名
（

内
１
名
は
嘱
託
職
員
）
が

配
置

さ
れ

て
い

ま
す
。
し
か
し
、
近
年
在
職
年
数
が
ま
す

ま
す
短
期
間
と
な
り
、
市

民
と

共
に

取
り

組
ん
で
き
た
地
域
課
題
も
、
市
民
と
の
関

係
も
中
断
せ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん

。

職
員

が
個

別
に
取
り
組
む
の
で
は
な
く
、
職
員
集
団
と

し
て
検
討
し
多
角
的
・
継

続
的

に
取

り
組

む
こ
と
が
、
講
座
や
事
業
の
公
共
性
に
も

つ
な
が
り
ま
す
。

職
員

が
望

む
限

り
、
最
低

５
年

の
在
職

を
求

め
ま

す
。

さ
ら

に
、
一

人
が

異
動
し

て
も

事
業

が
ス

ム
ー

ズ
に

引
き

継
が
れ

る
よ

う
職
員

集
団

の
確

立
を

提
言
し

ま
す

。
 

(2
)公

民
館
職

員
の
男
女

同
比

率
配
置

福
生

市
で

は
、
憲
法
が
保
障
し
て
い
る
「
基
本
的
人
権
の
尊
重
と
両
性
の
本
質
的

平
等

」
を

男
女
共
同
参

画
行
動
計
画
策
定

に
あ
た
っ
て
基
本

理
念
と
し
て
い

ま
す
。

女
性

も
男

性
も
一
人
ひ
と
り
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
社
会
の
対
等
な
構
成
員
と
し
て
、

自
ら

の
意

思
に
よ
り
あ
ら
ゆ
る
分
野
へ
共
に
参
画
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

ま
す

。

公
民

館
が
「
人

権
」
や
「

共
生
」
を
実
現

す
る

市
民
の

学
習
を
保
障

す
る

場
で
あ

る
か

ら
こ

そ
、

公
民
館
職

員
は

男
女

同
比
率

で
配

置
さ
れ

る
よ

う
提

言
し

ま
す
。

12
 

Ⅴ
 
公
民

館
運
営

審
議

会
委
員

の
役

割

１
 
公
民

館
の
目

的
と
公

民
館

運
営
審

議
会

委
員

(1
) 
公

民
館
運

営
審

議
会
の

役
割

公
民
館
は

市
民

の
為

に
各

種
事

業
を

行
う

教
育

機
関

で
あ

り
、

そ
の

学
び

は
、

地

域
と
か
か
わ

る
視

点
を

持
つ

こ
と

が
必

要
で

す
。

こ
の

公
民

館
の

目
的

（
社

会
教

育

法
第

20
条

）
に

則
し

、
公

民
館

運
営

審
議

会
(以

下
「

公
運

審
」
と

い
う

)は
、
社

会

教
育
法
第

2
9
条
（

資
料

２
）
に

基
づ

き
設

置
さ

れ
て

い
ま

す
。
公

運
審

の
役

割
は

、

公
民
館
長

の
諮

問
機

関
で

あ
り

、
公

民
館

に
お

け
る

各
種

事
業

の
企

画
、

実
施

に
つ

い
て
調
査

審
議

す
る

こ
と

を
役

目
と

し
て

い
ま

す
。

福
生
市

公
民

館
条

例
第

1
7
条

で
、

公
民

館
運

営
審

議
会

委
員

(
以

下
「

公
運

審
委

員
」
と
い

う
)
の

定
員

は
1
0
名

以
内

と
規

定
さ

れ
て

い
ま

す
。

現
在

は
学

校
教

育
関

係
者
１
名

、
学

識
経

験
者

２
名

、
社

会
教

育
関

係
者

(
社

会
教

育
関

係
者

、
家

庭
教

育
の
向
上

に
資

す
る

活
動

を
行

う
者

)
７

名
、

計
1
0
名

の
構

成
で

す
。

市
民
の

意
見

を
直

接
公

民
館

に
伝

え
る

パ
イ

プ
役

と
し

て
、
ま

た
市

民
の

主
体

的

な
学
習
活

動
を

職
員

と
共

に
支

援
す

る
大

切
な

責
任

を
担

っ
て

い
る

組
織

で
す

。

公
運
審

委
員

は
積

極
的

に
利

用
者

の
要

望
や

意
見

を
受

け
と

め
る

よ
う

努
力

す

る
必
要
が

あ
り

ま
す

。
 

公
運
審

は
市
民

と
職

員
に

呼
び
か

け
、
公

運
審
主

催
の

意
見
交

換
会

を
年
に

１
回

開
催

す
る

事
を
提

言
し

ま
す
。

 

(2
)公

運
審
の

役
割
の

見
直

し
と
活

性
化

公
運
審
は

公
民

館
と

市
民

を
つ

な
ぐ

パ
イ

プ
役

を
担

い
な

が
ら

も
、
市

民
に

あ
ま

り
知
ら
れ
て

い
な

い
現

状
が

あ
り

ま
す

。
本

来
の

役
割

を
果

た
す

た
め

に
は

、
選

出

さ
れ
た
公
運

審
委

員
の

経
験

や
個

性
を

活
か

し
、
日

々
新

た
な

課
題

に
向

け
研

修
す

る
こ
と
が
必

要
で

す
。

公
運
審

の
活
動

を
活

性
化

す
る
た

め
に
は

、
役

割
を
見

直
し

、
幅

広
い
分

野
か

ら

の
人

材
の

確
保
が

必
要

で
す
。
公

運
審

の
役

割
な
ど

に
つ

い
て
市

民
と

共
に
積

極
的

に
検

討
す

る
こ
と

を
提

言
し
ま

す
。

 

 

２
 
公
運

審
委
員

の
研
修

に
つ

い
て

公
運
審
委

員
は

、
公

民
館

の
教

育
機

関
と

し
て

の
役

割
や

歴
史

的
な

背
景

を
踏

ま

え
、
社
会
教

育
に

つ
い

て
基

本
的

な
理

解
を

し
た

う
え

で
活

動
す

る
こ

と
が

求
め

ら

れ
て
い
ま
す

。
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現
在

公
運

審
委
員
は
、
東
京
都
公
民
館
研
究
大
会
、
関
東
甲
信
越
静
公
民
館
研
究

大
会

、
東

京
都
公
民
館
連
絡
協
議
会
委
員
部
会
の
研
修
会
な
ど
に
参
加
し
、
研
修
内

容
を

公
運

審
だ
よ
り
に
掲
載
、
ま
た
は
レ
ポ
ー
ト
集
に
ま
と
め
報
告
を
し
て
い
ま
す
。

し
か

し
、

今
後
も
日
常
的
な
研
修
が
必
要
で
す
。
 

学
識

経
験
者

や
社
会

教
育

の
専

門
知

識
を
持

っ
た
講
師

に
よ
る
研
修

を
年
２
回

は
実
施

す
る
こ

と
、
ま
た

年
に
１

回
は

他
市

の
公

民
館
や
社
会
教

育
施
設
の
視

察
研

修
を
行

う
よ
う

提
言
し

ま
す
。

 

 Ⅵ
 

施
設
の

整
備
・

運
営

１
 

基
本

的
な
視

点
 

福
生

市
公

民
館
は
、
公
民
館
本
館

1
9
7
7
年
（
昭
和

5
2
 
年
）・

松
林
分
館

1
9
7
9
年

（
昭

和
5
4
年
）
・
白
梅
分
館

1
9
8
0
年
（
昭
和

5
5
年

）
に
そ
れ
ぞ
れ
設
立
さ
れ
、
以

来
、

幅
広

く
市
民
が
、
地
域
課
題
に
つ
い
て
学
び
、
生
活
に
活
か
す
場
と
し
て
、
ま

た
文

化
活

動
の
場
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
 

し
た

が
っ
て
、
だ
れ
も
が
利
用
し
や
す
い
よ
う
に
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ

て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
施
設
の
増
改
築
に
際
し
て
は
、
市
民
の
意
見
や
要
望
を

反
映

さ
せ

る
と
と
も
に
、
管
理
・
運
営
へ
の
市
民
の

参
画
も
新
た
な
検
討
課
題
で
す
。

ま
た

、
地

域
に
密
着
し
た
市
民
の
学
び
の
拠
点
と
し
て
、
学
校
を
含
め
た
既
存
の
公

共
施

設
の

利
用
も
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

２
 

施
設

づ
く
り

社
会

的
・

物
理
的
・
地
理
的
に
参
加
の
制
約
を
受
け
や
す
い
人
々
の
権
利
に
配
慮

し
、
す

べ
て
の
市
民
が
利
用
し
や
す
い
よ
う
、
施
設
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

特
に

、
公

共
施
設
を
新
築
・
改
修
す
る
場
合
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
に
努
め
る
こ
と
が

義
務

づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
既
存
の
施
設
の
中
に
は
バ
リ
ア
フ
リ
ー
で
な
い
と
こ

ろ
も

あ
り

、
早
期
の
改
修
が
望
ま
れ
ま
す
。
 

社
会

教
育

施
設
と
し
て
、
現
代
社
会
の
環
境
対
策
の
推
進
に
呼
応
し
、
環
境
に
配

慮
し

た
設

備
面
の
対
処
を
す
る
必
要
性
も
あ
り
ま
す
。
 

公
民

館
の

顔
(
ロ
ビ
ー
)
は
、
広
く
市
民
に
開
放
し
、
自
由
に
、
気
軽
に
親
し
め
る

場
、
情

報
媒
体
の
整
備
等
の
機
能
を
備
え
た
多
目
的
な
場
所
に
改
善
す
る
必
要
が
あ

り
ま

す
。
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(1
)公

民
館

分
館
（

２
分

館
）
の

改
修

松
林
分

館
・

白
梅

分
館

は
、

す
で

に
建

設
か

ら
3
0
年

が
経

過
し

て
お

り
、

耐
久

年
数
か
ら

勘
案

す
る

と
、
両

館
施

設
の

機
能

、
設

備
面

を
早

急
に

改
修

す
る

必
要

が

あ
り
ま
す

。
 

松
林
分

館
、
白
梅

分
館

の
施
設

機
能

、
設
備

面
の

改
修
を

提
言

し
ま
す

。
 

( 2
)バ

リ
ア

フ
リ
ー

デ
ザ

イ
ン
に

向
け

た
施
設

検
討

企
画
会

議
（

仮
称
）

市
民
と

行
政

に
よ

る
施

設
づ

く
り

の
施

設
検

討
企

画
会

議
（

仮
称

）
を

開
催

し
、

活
用
面
の

意
見

や
要

望
を

反
映

し
た

施
設

づ
く

り
を

図
り

ま
す

。
だ

れ
も

が
使

い
易

い
よ
う
に
ハ

ー
ド

面
（

物
理

的
バ

リ
ア

）
を

整
備

す
る

に
は

、
年

齢
、
性

別
、
障

害
、

母
国
語
の
違

い
等

の
理

由
の

た
め

、
社

会
的

参
加

に
制

約
を

受
け

や
す

い
人

々
の

要

望
を
、
行
政

と
共

に
施

設
検

討
企

画
会

議
（

仮
称

）
を

通
し

て
反

映
さ

せ
る

こ
と

が

大
切
で
す
。
真

に
利

用
し

や
す

い
バ

リ
ア

フ
リ

ー
デ

ザ
イ

ン
の

施
設

、
点

字
マ

ニ
ュ

ア
ル
、
音
声

案
内

、
掲

示
板

な
ど

の
備

品
等

、
利

用
し

や
す

い
環

境
を

整
備

し
、

思

い
や
り
と
配

慮
の

あ
る

対
応

を
目

指
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 

市
民
と

の
意
見
交

換
に

よ
り
、
心
の

バ
リ
ア

フ
リ

ー
を
実

現
す

る
と
と

も
に

、
意

見
や
要
望

を
反
映
し

た
バ

リ
ア
フ

リ
ー

デ
ザ
イ

ン
の

施
設
づ

く
り

を
実
現

す
る

た

め
に
施
設

検
討
企
画

会
議

（
仮
称

）
の

設
置
を

提
言

し
ま
す

。
 

( 3
)自

然
エ

ネ
ル
ギ

ー
・

エ
コ
関

係
装

置
を
設

置

福
生
市

は
、
2
0
3
0
年

ま
で

に
福

生
市

の
二

酸
化

炭
素

排
出

量
約

2
5
万

ト
ン

を
5
0
%

削
減
す
る

こ
と

を
目

標
と

し
て

い
ま

す
。
そ

の
た

め
に

は
太

陽
光

発
電

、
雨

水
再

利

用
、
セ
ン

サ
ー

付
き

器
具

、
部

屋
の

個
別

冷
暖

房
、

ヒ
ー

ト
ア

イ
ラ

ン
ド

現
象

の
緩

和
策
等
を

有
効

利
用

し
、

環
境

に
配

慮
し

た
施

設
づ

く
り

が
必

要
で

す
。

環
境

面
・

省
エ
ネ
化

の
施

設
づ

く
り

を
通

し
て

、
市

民
の

環
境

へ
の

意
識

を
促

す
こ

と
に

も
な

り
ま
す
。

 

地
球
環

境
に
配
慮

し
た

施
設
づ

く
り

を
提
言

し
ま

す
。

 

( 4
)一

人
で

も
気
軽

に
来

館
で
き

る
、

ロ
ビ
ー

の
活

用

市
民
・
利

用
者
・
公

民
館

職
員

に
よ

る
、
ロ

ビ
ー

検
討

会
議
（

仮
称

）
を

開
催

し
、

市
民
が
公
民

館
に

気
楽

に
足

を
運

び
、
自

由
な

雰
囲

気
で

交
流

が
図

れ
る

、
ロ

ビ
ー

の
活
用
を
目

指
し

ま
す

。
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出
会

い
、
ふ

れ
あ

い
、
交

流
す
る

た
ま

り
場
と

な
る

ロ
ビ

ー
の
活

用
を

提
言
し
ま

す
。

 

３
 

公
民

館
の
新

た
な
拠

点
づ

く
り

公
民

館
は

、
市

民
一
人
ひ
と
り
の
学
習
支
援
に
努
め
る
一
方
、
公
民
館
の
建
物
の

中
だ

け
の

学
習

で
は
な
く
、
市
民
が
よ
り
身
近
で
利
用
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
進

め
る

こ
と

も
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

福
生

市
に

は
３

つ
の
公
民
館
(
含
む
分
館
)
が
あ
り
ま
す
が
、
自
由
に
利
用
す
る
に

は
地

理
的

、
社

会
的
な
制
約
に
よ
り
来
館
す
る
事
が
困
難
な
市
民
も
い
ま
す
。
 

現
在

市
内

に
は

小
学
校

7
校
が
あ
り
ま
す
が
、
小
学
校

区
は
児
童
が
徒
歩
で
通
学

で
き

る
範

囲
に

あ
り

ま
す
。
ま
た
施

設
的
に
は
、
校

庭
、
体
育
館
、

学
校
図
書
館
、

特
別

教
室

な
ど

、
市
民
が
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
環
境
が
整
っ
て
い
ま
す
。

小
学

校
区

を
拠

点
と
し
た
公
民
館
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
多
く
の
市

民
へ

学
習

の
機

会
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
小
学
校

区
を

基
礎

単
位

と
し
た
学

習
拠

点
づ
く

り
を

提
言
し

ま
す
。

 

17
 

福
生
市

公
民
館

運
営

審
議

会
委
員

名
簿

委
員

長
髙

﨑
 
賢

啓
 

 
○印

副
委

員
長

田
中

 
加

代
 

 
○印

吉
岡

 
勇

 
 

 
○印

本
庄

 
公

已
 

 
○印

市
川

 
重

一
 

 
○印

宍
戸

 
千

里
 

 
○印

林
 

幸
子

 
 

 
○印

岩
田

 
か

ほ
る

 
○印

髙
水

 
清

安
 

 
○印

朝
岡

 
幸

彦
 

 
○印
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福
生
市

公
民
館

運
営

審
議

会
活

動
記
録

日
時

 
内
容
 

平
成

1
9
年

6
月

1
4
日
（
木
）
 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例
会
 

諮
問
「
福
生
市
公
民
館
の
将
来
像
に
つ
い
て
」
を
受
け
る
 

7
月

1
2
日

（
木

）
 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例
会
 

将
来
像
に
つ
い
て
学
習
会
 

8
月

9
日

（
木

）
 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例
会
 

中
間
答
申
に
つ
い
て
 

8
月

2
3
日

（
木

）
 

午
後

7
時

～
 

小
委
員
会
 

中
間
答
申
の
内
容
に
つ
い
て
討
議
 

9
月

1
3
日

（
木

）
 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例
会
 

小
委
員
会
進
捗
報
告
及
び
中
間
答
申
に
つ
い
て
討
議
 

9
月

2
0
日

（
木

）
 

午
後

7
時

～
 

小
委
員
会
 

中
間
答
申
の
項
目
に
つ
い
て
 

1
0
月

1
8
日

（
木

）
 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例
会
 

小
委
員
会
進
捗
報
告
 

中
間
答
申
内
容
に
つ
い
て
討
議
 

1
0
月

2
6
日

（
金

）
 

午
後

7
時

～
 

小
委
員
会
 

中
間
答
申
項
目
を
選
定
、
骨
子
作
成
 

1
1
月

8
日

（
木

）
 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例
会
 

小
委
員
会
進
捗
報
告
 

中
間
答
申
項
目
に
つ
い
て
討
議
 

1
1
月

2
7
日

（
火

）
 

午
後

7
時

～
 

小
委
員
会
 

答
申
の
内
容
に
つ
い
て
 

1
2
月

1
3
日

（
木

）
 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例
会
 

小
委
員
会
進
捗
報
告
 

今
後
の
進
行
に
つ
い
て
討
議
 

1
2
月

2
0
日

（
木

）
 

午
後

7
時

～
 

小
委
員
会
 

中
間
答
申
文
案
に
つ
い
て
 

平
成

2
0
年

1
月

1
0
日
（
木
）
 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例
会
 

小
委
員
会
進
捗
報
告
 

中
間
答
申
（
案
）
に
つ
い
て
討
議
 

1
月

3
1
日

（
水

）
 

午
後

7
時

～
 

小
委
員
会
 

中
間
答
申
項
目
に
つ
い
て
 

20
 

日
時
 

内
容

 

2
月

1
4
日
（
木
）

 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例

会
 

小
委

員
会

進
捗

報
告

 

中
間

答
申

（
案

）
に

つ
い

て
 

2
月

2
1
日
（
木
）

 

午
後

7
時
～
 

小
委

員
会

 

中
間

答
申

（
案

）
文

案
の

検
討

 

ロ
ー

ド
マ

ッ
プ

作
成

 

3
月

1
3
日
（
木
）

 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例

会
 

小
委

員
会

進
捗

報
告

 

中
間

答
申

（
案

）
に

つ
い

て
 

3
月

2
7
日
（
木
）

 

午
後

7
時
～
 

小
委

員
会

 

中
間

答
申

（
案

）
修

正
作

業
 

3
月

2
9
日
（
土
）

 

午
後

7
時
～
 

小
委

員
会

 

説
明

会
に

つ
い

て
討

議
 

4
月

1
0
日
（
木
）

 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例

会
 

中
間

答
申

提
出

報
告

 

今
後

の
予

定
確

認
 

4
月

1
7
日
（
木
）

 

午
後

7
時
～
 

第
1
回

 
中

間
答

申
説

明
会

 

場
所

：
福

生
市

公
民

館
本

館
視

聴
覚

室
 

4
月

1
9
日
（
土
）

 

午
後

1
時

3
0
分

～
 

第
2
回

 
中

間
答

申
説

明
会

 

場
所

：
福

生
市

公
民

館
本

館
視

聴
覚

室
 

4
月

2
2
日
（
火
）

 

午
後

7
時
～
 

第
3
回

 
中

間
答

申
説

明
会

 

場
所

：
福

生
市

公
民

館
本

館
視

聴
覚

室
 

4
月

2
4
日
（
木
）

 

午
後

7
時
～
 

第
1
回

 
起

草
委

員
会

準
備

会
 

討
議

方
法

、
今

後
の

進
行

に
つ

い
て

討
議

 

5
月

8
日
（
木
）

 

午
後

7
時

3
0
分
～

 

定
例

会
 

起
草

委
員

会
準

備
会

に
つ

い
て

 

学
習

会
に

つ
い

て
 

5
月

1
5
日
（
木
）

 

午
後

7
時
～
 

第
2
回

 
起

草
委

員
会

準
備

会
 

意
見

交
換

会
を

行
う

 

5
月

2
3
日
（
金
）

 

午
後

7
時
～
 

小
委

員
会

 

骨
子

作
成

に
つ

い
て

討
議

 

5
月

3
0
日
（
金
）

 

午
後

7
時
～
 

第
1
回

 
学

習
会

 

場
所

：
福

生
市

公
民

館
本

館
視

聴
覚

室
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日
時

 
内
容
 

6
月

8
日

（
日

）
 

午
後

7
時

～
 

小
委
員
会
 

骨
子
作
成
に
つ
い
て
討
議
 

6
月

1
2
日

（
木

）
 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例
会
 

第
1
回
学
習
会
の
報
告
及
び

第
2
回
学
習
会
の
確
認
 

起
草
委
員
会
に
つ
い
て
 

6
月

1
4
日

（
土

）
 

午
後

2
時

～
 

第
2
回
 

学
習
会
 

場
所
：
福
生
市
公
民
館
本
館
第

3
集
会
室
 

7
月

1
0
日

（
木

）
 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例
会
 

起
草
委
員
会
進
捗
状
況
報
告
 

8
月

1
4
日

（
木

）
 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例
会
 

起
草
委
員
会
進
捗
状
況
報
告
 

第
4
分
科
会
「
公
運
審
の
役

割
」
に
つ
い
て
討
議
 

9
月

1
1
日

（
木

）
 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例
会
 

起
草
委
員
会
の
進
行
に
つ
い
て
の
確
認
 

各
分
科
会
か
ら
の
報
告
 

1
0
月

9
日

（
木

）
 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例
会
 

起
草
委
員
会
進
捗
状
況
報
告
 

1
1
月

1
3
日

（
木

）
 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例
会
 

文
案
化
に
つ
い
て
 

起
草
委
員
会
進
捗
状
況
報
告
 

計
画
立
案
方
法
に
つ
い
て
 

1
2
月

1
1
日

（
木

）
 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例
会
 

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
つ
い
て
 

起
草
委
員
会
進
捗
状
況
報
告
 

今
後
に
つ
い
て
 

平
成

2
1
年

1
月

8
日
（
木
）

 

午
後

7
時

3
0
分

～
 

定
例
会
 

起
草
委
員
会
進
捗
状
況
報
告
 

２
月

1
2
日

（
木

）
 

午
後

７
時

3
0
分

～
 

定
例
会
 

答
申
書
案
の
検
討
 

２
月

2
6
日

（
木

）
 

午
後

７
時

3
0
分

～
 

臨
時
会
 

答
申
書
案
の
検
討
 

 

23
 

起
草

委
員

会
 

委
員

名
簿
（

順
不

同
）

委
員
長
 

髙
﨑
 

賢
啓
 

副
委
員
長
 

田
中
 

加
代
 

 
小
野
 

豊
 

 
伊
藤
 

広
美
 

 
秋
山
 

典
子
 

 
佐
々
木
 

京
子
 

 
林
 
美
幸
 

 
須
賀
 

貴
子
 

 
鈴
木
 

金
吾
 

 
吉
岡
 

勇
 

 
本
庄
 

公
已
 

 
市
川
 

重
一
 

 
宍
戸
 

千
里
 

 
林
 
幸
子
 

 
髙
水
 

清
安
 

 
朝
岡
 

幸
彦
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起草委員会 活動記録 

 起草委員会 定例会 第１分科会 第２分科会 

開催月 開催日時         開催場所 開催日時         開催場所 開催日時         開催場所 

 ６月 １７日(火) pm7:00 公民館本館 １７日(火) pm7:00  公民館本館 

３０日(月) am10:00  福祉センター 

１７日(火) pm7:00  公民館本館 

２６日(木) pm6:00  公民館本館 

 ７月 １７日(木) pm7:00 公民館本館   ３日(木) pm7:30     松林分館 

２４日(木) pm7:00     松林分館 

２４日(木) am10:00 公民館本館 

 

 ８月 １９日(火) pm7:00 公民館本館 ５日(火) am10:00   輝き市民サポートセンター 

２３日(土) pm7:15     松林分館 

 ７日(木) pm6:00  公民館本館 

  

 ９月 １７日(水) pm7:00 公民館本館  ４日(木) pm2:00   公民館本館 

２４日(水) pm4:00   輝き市民サポートセンター 

 ９日(火) pm7:00  公民館本館 

１０月 ２１日(火) pm7:00 公民館本館 １４日(火) pm6:30   輝き市民サポートセンター  １日(水) pm7:00  公民館本館 

１１月 １８日(火) pm7:00 公民館本館 

２６日(水) pm7:00 公民館本館 

 ４日(火) pm7:00    輝き市民サポートセンター 

１０日(月) am10:00  スターバックス福生店 

１２日(水) pm7:00     松林分館 

 ６日(木) pm4:00    公民館本館 

 

平 

 

成 

 

二 

 

十 

 

年 

１２月  ７日(日）pm7:00 公民館本館 

１６日(火) pm7:00 公民館本館 

 ８日(月) pm7:00 

２２日(月) pm12:30    ガスト福生店 

２７日(土) pm12:00    松林分館 

１８日(木) pm6:30  公民館本館 

２４日(水) pm6:30  公民館本館 

  １月 ２０日(火) pm7:00 公民館本館 

 

 ８日(木) pm7:00     松林分館 

 

１３日(火) pm6:30  輝き市民サポ 

１８日(日) pm6:00  ートセンター 

二

十 

一 

年 

 ２月  ３日(火) pm7:00 公民館本館   

25

 

     第３分科会 第４分科会 第５分科会 

開催月 開催日時         開催場所 開催日時         開催場所 開催日時         開催場所 

 ６月 １７日(火) pm7:00 公民館本館 

２８日(土) pm7:00 公民館本館 

１７日(火) pm7:00  公民館本館 

３０日(月) pm6:00   ジョナサン 

１７日(火) pm7:00  公民館本館 

 

 ７月 ２２日(火) pm7:30 公民館本館 ２９日(火) pm7:00    公民館本館 ４日(金) pm6:00 福生第六小学校 

２５日(金) pm6:00 福生第六小学校 

２８日(月) pm1:00  福生第六小学校 

 ８月 １２日(火) pm7:30 公民館本館 

２５日(月) pm7:00 ジョナサン 

   

  

 ９月 ２０日(土) pm7:00 公民館本館 ４日(木) pm7:00    公民館本館 

２７日(土) pm7:00    公民館本館 

 5 日(金) pm6:00 福生第六小学校

１６日(火) pm6:00 福生第六小学校 

１０月 ７日(火) pm7:00 公民館本館 

３１日(金) pm7:00 ジョナサン 

  ３日(金) pm6:00 福生第六小学校 

１１月 １４日(金) pm7:00 公民館本館 

 

１０日(月) pm7:00  スターバックス福生店 

 

７日(金) pm6:00 福生第六小学校 

 

平 

 

成 

 

二 

 

十 

 

年 

１２月 ８日(月) pm7:00 

２２日(月) pm12:30 ガスト福生 

２７日(土) pm12:00   松林分館 

２４日(水) pm6:30    公民館本館 

 

５日(金) pm6:00 福生第六小学校 

  １月 ８日(木) pm7:00   松林分館 ７日(水) pm6:30    公民館本館 

１３日(火) pm6:30  輝き市民サポートセンター 

１８日(日) pm6:00  輝き市民サポートセンター 

１６日(金) pm6:00 福生第六小学校  

  

二

十 

一 

年  ２月     

 

26
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27
 

答
申
文

案
作

成
会

議
 
活
動

記
録

 

 

 
開
催
日
時
 
 
 
 
 
 
 
 
 
開
 
催
 
場
 
所
 

 
１

月
 

２
３
日
(
金
)
 
p
m
6
:
0
0
 
 
 
 
 
 
 
輝
き
市
民
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
 

２
８
日
(
水
)
 
p
m
6
:
0
0
 
 
 
 
 
 
 
輝
き
市
民
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
 

３
０
日
(
金
)
 
p
m
6
:
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
公
 
民
 
館
 
本
 
館
 

 
２

月
 

 
１
日
(
日
)
 
p
m
6
:
0
0
 
 
 
 
 
 
 
輝
き
市
民
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
 

 
４
日
(
水
)
 
p
m
3
:
3
0
 
 
 
 
 
 
 
 
公
 
民
 
館
 
本
 
館
 

 
 
６
日
(
金
)
 
p
m
6
:
3
0
 
 
 
 
 
 
 
輝
き
市
民
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
 

 
 
８
日
(
日
)
 
p
m
6
:
3
0
 
 
 
 
 
 
 
輝
き
市
民
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
 

29
 

資
料

資
料
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福
教

公
発

第
４

９
号

平
成

19
年

６
月

14
日

 
 

福
生

市
公

民
館

運
営

審
議

会
委

員
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
崎

 
賢

啓
 

様

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
福

生
市

公
民

館
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伊
東

 
静

一

福
生

市
公

民
館

の
将

来
像

に
つ

い
て

（
諮

問
）

 
平

素
よ

り
公

民
館

運
営

に
つ

き
ま

し
て

は
御

指
導

御
鞭

撻
を

賜
り

、
厚

く
お

礼
申

し
上

げ
ま

す
。

 
さ

て
、

福
生

市
公

民
館

は
開

館
以
来

30
年

を
迎
え

る
こ

と
と

な
り

ま
し

た
。

開
館

以
来
、

今
日

ま
で
実

に
多
く

の
利
用

者
の

様
々
な

学
習
要

求
に
応

え
、

で
き
る

限
り
の

支
援
を

し

て
き

ま
し

た
。

し
か

し
、
近

年
、

学
習
の

中
身
・

方
法
な

ど
も

含
め
個

々
人
の

要
求
が

多
様

化
し
、

ま
た
、

教
育
行

政

の
位

置
づ

け
も

変
容

し
つ

つ
あ

り
ま

す
。

 
こ

れ
ら
の

背
景

に
は
、

世
界
規

模
で
の

経
済

的
・
社

会
的
な

枠
組

み
や
対

応
の
変

化
が
指

摘
さ

れ
て
い

る
と

こ
ろ
で

は
あ

り
ま
す

が
、
時

代
の
変

化
と

と
も
に

公
民
館

へ
の

要
求
や

果
た
す

べ
き
役

割
も

変
化
し

つ
つ

あ
る

と
考

え
ら

れ
ま

す
。

 
特

に
、

平
成

18
年

12
月

に
教
育

基
本

法
が

改
正

さ
れ

、
教

育
振

興
基

本
計

画
を

各
自

治
体

が
作

成
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

 
つ

き
ま
し

て
は

、
福
生

市
公
民

館
の
更

な
る

発
展
の

た
め
、

次
の

事
項
に

つ
い
て

御
意
見

を
賜

り
た
く

諮
問

い
た

し
ま

す
。

 
１

 
福

生
市

公
民

館
の

将
来

像
に

つ
い

て

（
教

育
振

興
基

本
計

画
の

前
提

と
な

る
公

民
館

独
自

の
基

本
構

想
、

基
本

計
画

づ
く

り
）

２
 

答
申

の
時

期

 
 

平
成

20
年

12
月

 
 

た
だ

し
、

平
成

20
年

３
月

ま
で

に
中

間
答

申
を

お
願

い
で

き
れ

ば
幸

い
で

す

資
料

1

32
 

資
料

2
 

 社
会
教
育
法
 

第
2
0
条
 
公
民
館

は
、

市
町

村
そ

の
他

一
定

区
域

内
の

住
民

の
た

め
に

、
実

際
生

活
に

即
す

る
教
育
、
学
術
及

び
文

化
に

関
す

る
各

種
の

事
業

を
行

い
、

も
つ

て
住

民
の

教
養

の
向

上
、

健
康
の
増
進
、
情

操
の

純
化

を
図

り
、

生
活

文
化

の
振

興
、

社
会

福
祉

の
増

進
に

寄
与

す
る

こ
と
を
目
的
と
す

る
。

 

 （
公
民
館
運
営
審

議
会

）
 

第
2
9
条
 
公
民
館

に
公

民
館

運
営

審
議

会
を

置
く

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 
公
民
館
運
営

審
議

会
は

、
館

長
の

諮
問

に
応

じ
、

公
民

館
に

お
け

る
各

種
の

事
業

の
企

画
実
施
に
つ
き
調

査
審

議
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  資
料

3
 

 教
育
基
本
法
 

（
教
育
振
興
基
本

計
画

）
 
 

第
十
七
条
 
 

政
府
は

、
教

育
の

振
興

に
関

す
る

施
策

の
総

合
的

か
つ

計
画

的
な

推
進

を
図

る

た
め
、
教
育
の
振

興
に

関
す

る
施

策
に

つ
い

て
の

基
本

的
な

方
針

及
び

講
ず

べ
き

施
策

そ
の

他
必
要
な
事
項
に

つ
い

て
、
基

本
的

な
計

画
を

定
め

、
こ

れ
を

国
会

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

公
表
し
な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 
 

２
 
 
地
方
公
共
団

体
は

、
前

項
の

計
画

を
参

酌
し

、
そ

の
地

域
の

実
情

に
応

じ
、

当
該

地
方

公
共
団
体
に
お
け

る
教

育
の

振
興

の
た

め
の

施
策

に
関

す
る

基
本

的
な

計
画

を
定

め
る

よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

 

  資
料

4
 

 福
生
市
公
民
館
条

例
 

（
使
用
料
）
 

第
1
1
条
 
法
第

2
0
条

の
目

的
で

使
用

す
る

場
合

及
び

委
員

会
が

公
益

上
必

要
で

あ
る

と
認

め
た
場
合
を
除
き
、

使
用

料
を

徴
収

す
る

。
 

２
 
前
項
の
使
用
料

は
、

福
生

市
民

会
館

条
例

（
昭

和
5
2
年

条
例

第
７

号
）

第
1
0
条

に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
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サ
ー
ク
ル

数
回

収
回

収
率

本
館

1
3
2

7
7

5
8
.3

%
白

梅
分

館
5
0

2
7

5
4
.0

%
松

林
分

館
4
8

2
7

5
6
.3

%
合

計
2
3
0

1
3
1

5
7
.0

%

本
館

白
梅

松
林

合
計

2
0
.1

%
1
8
.4

%
1
8
.8

%
1
9
.4

%

1
3
.7

%
1
4
.5

%
1
5
.0

%
1
4
.2

%

2
3
.0

%
2
3
.7

%
2
3
.8

%
2
3
.3

%

1
7
.2

%
1
4
.5

%
2
0
.0

%
1
7
.2

%

1
9
.6

%
2
2
.4

%
1
3
.8

%
1
8
.9

%

1
.5

%
2
.6

%
3
.8

%
2
.2

%

4
.9

%
3
.9

%
5
.0

%
4
.7

%

3
.9

%
1
.3

%
5
.0

%
3
.6

%

本
館

白
梅

松
林

合
計

2
7
.5

%
2
9
.2

%
2
6
.4

%
2
7
.6

%

1
1
.8

%
2
0
.0

%
5
.6

%
1
2
.1

%

2
9
.8

%
2
9
.2

%
3
0
.6

%
2
9
.8

%

2
0
.2

%
1
5
.4

%
2
0
.8

%
1
9
.4

%

1
0
.1

%
6
.2

%
1
6
.7

%
1
0
.8

%

0
.6

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.3

%

3
.4

%
4
.6

%
5
.6

%
4
.1

%

本
館

白
梅

松
林

合
計

4
4
.1

%
3
4
.9

%
4
3
.4

%
4
2
.2

%

2
1
.3

%
2
3
.3

%
3
0
.2

%
2
3
.7

%

1
4
.0

%
1
1
.6

%
1
1
.3

%
1
2
.9

%

1
1
.8

%
1
6
.3

%
5
.7

%
1
1
.2

%

2
.9

%
0
.0

%
0
.0

%
1
.7

%

5
.9

%
1
4
.0

%
9
.4

%
8
.2

%

6
.6

%
4
.7

%
5
.7

%
6
.0

%

２
、

公
民

館
に

お
け

る
利

用
者

交
流

会
・

連
絡

会
、

ま
つ

り
・

つ
ど

い
な

ど
の

実
行

委
員

会
は

ど
の

よ
う

な
目

的
　

　
（

役
割

）
を

持
っ

て
い

る
と

思
い

ま
す

か
？

３
、

貴
サ

ー
ク

ル
・

団
体

で
は

、
公

民
館

活
動

を
し

て
い

く
上

で
ど

の
よ

う
な

話
し

合
い

を
し

て
い

ま
す

か
？

⑦
そ

の
他

ご
意

見
が

あ
れ

ば
、

お
書

き
下

さ
い

。

③
活

動
費

や
講

師
謝

礼
に

つ
い

て
話

す

④
特

別
話

し
合

い
は

行
っ

て
い

な
い

⑤
講

師
に

任
せ

て
い

る

⑥
会

の
代

表
に

任
せ

て
い

る

⑥
ま

っ
た

く
無

駄
で

、
必

要
な

い
と

思
う

④
サ

ー
ク

ル
間

の
交

流
を

深
め

、
公

民
館

の
こ

と
を

と
も

に
考

え
る

場
だ

と
思

う

①
学

習
す
る
と
こ
ろ

⑤
自

分
た

ち
の

サ
ー

ク
ル

活
動

に
集

中
で

き
る

と
こ

ろ

⑥
無

料
で

利
用

で
き

る
が

、
わ

ず
ら

わ
し

い
集

ま
り

が
あ

る
と

こ
ろ

⑦
法

律
や

条
例

が
あ

る
か

ら
こ

そ
、

市
民

が
利

用
で

き
る

と
こ

ろ

⑧
そ

の
他

ご
意

見
が

あ
れ

ば
、

お
書

き
下

さ
い

。

⑤
サ

ー
ク

ル
や

利
用

日
時

が
違

っ
て

い
て

も
、

お
互

い
知

り
あ

う
こ

と
が

で
き

る

②
無

料
で

自
由

に
活

動
が

で
き

る
と

こ
ろ

⑦
そ

の
他

ご
意

見
が

あ
れ

ば
、

お
書

き
下

さ
い

。

②
交

流
会

・
連

絡
会

の
報

告
や

公
民

館
の

あ
り

方
な

ど
も

話
す

①
サ

ー
ク

ル
運

営
や

今
後

の
活

動
に

つ
い

て
話

し
合

っ
て

い
る

項
目

①
利

用
者

で
作

っ
て

い
く

場
だ

と
思

う

項
目

②
公

民
館

を
利

用
す

る
に

は
、

参
加

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
(
義

務
)
と

思
う

③
公

民
館

活
動

を
し

て
い

る
人

と
の

交
流

や
情

報
交

換
の

場
だ

と
思

う

ア
ン
ケ
ー
ト
集

計

③
仲

間
と

出
会

え
る

と
こ

ろ

④
仲

間
だ

け
な

く
他

の
サ

ー
ク

ル
や

団
体

の
人

と
も

知
り

合
い

、
交

流
で

き
る

と
こ

ろ

項
目

１
、
貴

サ
ー
ク
ル

・
団

体
に
と
っ
て
「
公

民
館

」
と
は

ど
ん
な
と
こ
ろ
で
す
か

？

資
料

7

4
3

本
館

白
梅

松
林

合
計

6
.5

%
3
.7

%
3
.8

%
5
.4

%

9
.1

%
7
.4

%
1
1
.5

%
9
.2

%

1
0
.4

%
1
4
.8

%
0
.0

%
9
.2

%

7
4
.0

%
7
4
.1

%
8
4
.6

%
7
6
.2

%

本
館

白
梅

松
林

合
計

1
1
.7

%
3
.6

%
2
1
.4

%
1
2
.0

%

1
9
.5

%
2
1
.4

%
2
8
.6

%
2
1
.8

%

6
.5

%
1
0
.7

%
1
4
.3

%
9
.0

%

4
6
.8

%
3
2
.1

%
2
5
.0

%
3
9
.1

%

9
.1

%
7
.1

%
1
0
.7

%
9
.0

%

6
.5

%
2
5
.0

%
0
.0

%
9
.0

%

本
館

白
梅

松
林

合
計

3
3
.8

%
2
5
.9

%
2
2
.2

%
2
9
.8

%

サ
ー

ク
ル

名
の

記
述

な
し

：
本

館
６

サ
ー

ク
ル

（
集

計
に

含
む

）

記
述

さ
れ

た
サ

ー
ク

ル
数

項
目

③
月

に
３

回
（

3
～

4
回

含
む

）

④
月

に
４

・
５

回

⑤
不

定
期

⑥
回

答
な

し

６
．

公
民

館
以

外
の

活
動

の
場

所
が

あ
れ

ば
、

お
書

き
下

さ
い

。

①
１

年
未

満

②
１

年
～

３
年

③
３

年
～

５
年

④
５

年
以

上

項
目

①
月

に
１

回
（

1
～

2
回

含
む

）

②
月

に
２

回
（

2
～

3
回

含
む

）

５
．

活
動

回
数

は
？

　
　

項
目

４
．

貴
サ

ー
ク

ル
・

団
体

の
活

動
年

数
は

？

4
4

※資料５「公民館の管理運営について（答申）」

は省略……30 周年記念誌 135 Ｐに掲載

※資料６「ＮＰＯ（特定非営利活動）法人への

対処について ( 答申 )」は省略……同 131 Ｐ

に掲載
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4
5

本館 白梅 松林 合計
③23.0% ③23.7% ③23.8% ③23.3%
①20.1% ⑤22.4% ④20.0% ①19.4%
⑤19.6% ①18.4% ①18.8% ⑤18.9%

①学習するところ

②無料で自由に活動ができるところ

③仲間と出会えるところ

④仲間だけなく他のサークルや団体の人とも知り合い、交流できるところ

⑤自分たちのサークル活動に集中できるところ

⑥無料で利用できるが、わずらわしい集まりがあるところ

⑦法律や条例があるからこそ、市民が利用できるところ

⑧その他ご意見があれば、お書き下さい。

白梅

2.6%

3.9%

1.3%

18.4%

14.5%

23.7%14.5%

22.4%

本館

1.5%

4.9%

3.9%

20.1%

13.7%

23.0%

17.2%

19.6%

松林

3.8%

5.0%

5.0%

18.8%

15.0%

23.8%

20.0%

13.8%

合計

3.6%

19.4%

14.2%

23.3%

17.2%

18.9%

2.2%

4.7%

貴サークル・団体にとって「公民館」とはどんなところですか？

4
6

本館 白梅 松林 合計
③29.8% ①29.2% ③30.6% ③29.8%
①27.5% ③29.2% ①26.4% ①27.6%
④20.2% ②20.0% ④20.8% ④19.4%

①利用者で作っていく場だと思う

②公民館を利用するには、参加しなければならない(義務)と思う

③公民館活動をしている人との交流や情報交換の場だと思う

④サークル間の交流を深め、公民館のことをともに考える場だと思う

⑤サークルや利用日時が違っていても、お互い知りあうことができる

⑥まったく無駄で、必要ないと思う

⑦その他ご意見があれば、お書き下さい。

白梅

6.2%

0.0%

4.6%

29.2%

20.0%
29.2%

15.4%

松林

16.7%

0.0%

5.6%

26.4%

5.6%

30.6%

20.8%

合計

12.1%

4.1%

27.6%

29.8%

19.4%

10.8%

0.3%

公民館における利用者交流会・連絡会、まつり・つどいなどの実行委員会はどのような目的
　　（役割）を持っていると思いますか？

本館

11.8%

10.1%

0.6%

3.4%

27.5%

29.8%

20.2%
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4
7

本館 白梅 松林 合計
①44.1% ①34.9% ①43.4% ①42.2%
②21.3% ②23.3% ②30.2% ②23.7%
③14.0% ④16.3% ③11.3% ③12.9%

①サークル運営や今後の活動について話し合っている

②交流会・連絡会の報告や公民館のあり方なども話す

③活動費や講師謝礼について話す

④特別話し合いは行っていない

⑤講師に任せている

⑥会の代表に任せている

⑦その他ご意見があれば、お書き下さい。

本館

2.9%

5.9%

6.6%

44.1%

21.3%

14.0%

11.8%

白梅

11.6%

0.0%

14.0%
4.7%

34.9%

23.3%

16.3%

松林

5.7%

0.0%

9.4%

5.7%

43.4%

30.2%

11.3%

合計

6.0%

42.2%

23.7%

12.9%

11.2%

1.7%

8.2%

貴サークル・団体では、公民館活動をしていく上でどのような話し合いをしていますか？

4
8

①１年未満 ②１年～３年 ③３年～５年 ④５年以上

松林

3.8%

11.5%

0.0%

84.6%

合計

5.4%

9.2%

9.2%

76.2%

本館
6.5%

9.1%

10.4%

74.0%

白梅

3.7%
7.4%

14.8%

74.1%

活動年数は？

①月に１回（1～2回含む） ②月に２回（2～3回含む）

③月に３回（3～4回含む） ④月に４・５回

⑤不定期 ⑥回答なし

本館

11.7%

19.5%

6.5%

46.8%

9.1%
6.5%

白梅

3.6%

21.4%

10.7%

32.1%
7.1%

25.0%

松林

21.4%

28.6%
14.3%

25.0%

10.7% 0.0%

合計

9.0%

12.0%

21.8%

39.1%

9.0%

9.0%

活動回数は？
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1 

は
じ
め

に
 

 

公
民
館
は
教
育
機
関

で
あ
り
、
社

会
教

育
施

設
と
し

て
福
生

市
公

民
館

3
館
（
本

館
 
昭

和
5
2
年
、

松
林
分
館
 

昭
和

5
4
年

、
白

梅
分

館
 
昭

和
5
5
年

）
設

立
か

ら
今

日
に
至

る
ま
で
、
市

民
の

学
習

権

の
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障
と
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動
の
支

援
、
そ
し

て
文

化
拠

点
と
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て
さ
ま
ざ

ま
な
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て
き
ま
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た
。
 

近
年
の
公
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を
取

り
巻
く
状

況
は
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教

育
基
本

法
が
改
正

（
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成
1
8
年

1
2
月

施
行
）
、

さ
ら

に

社
会
教
育
法
も
改
正

（
平
成

2
4
年

4
月

施
行

）
さ

れ
る

な
ど

、
学

習
を
保

障
す
る
法

律
が

早
い

周
期

で
変
わ
り
つ
つ
あ
り

ま
す

。
ま

た
全

国
的

に
は

、
指
定
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理

者
制

度
の
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入

、
市
長
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移
管

に
よ

る

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

化
な
ど
、

公
民

館
の

運
営
自

体
も
変
化

し
て

き
て

お
り
ま

す
。
 

こ
う
し
た
中
、
教

育
機

関
で
あ

る
公

民
館

の
意
義

を
多
く
の

市
民

に
広

く
伝
え

て
い
く
こ

と
は

ま
す

ま
す
重
要
に
な
っ
て
お

り
ま
す

。
そ

し
て
、
誰

も
が

利
用
し

や
す

い
環

境
を
整

え
な
け
れ

ば
な

り
ま

せ

ん
。
福
生
市
公
民
館
運

営
審

議
会

（
以

下
「

公
運

審
」

と
い

う
。
）

は
、

福
生

市
公

民
館

長
か

ら
「
公

民
館
の
情
報
提
供
の

在
り
方
に

つ
い

て
」（

福
教
公

発
第

3
1
号

）
を

平
成

2
3
年

6
月

8
日

に
諮
問

さ

れ
（
資
料

1）
、
平
成

2
3
年

8
月

か
ら

2
つ

の
部

会
を
立
ち

上
げ

、
月

1
回
の

割
合
で
集

ま
り

討
議

し

て
き
ま
し
た
。
さ
ら

に
中
間
答

申
を

平
成

2
4
年

3
月

に
提

出
、

ま
た

最
終
答

申
に
、
公

民
館

利
用

団

体
（
以
下
「
利
用
団

体
」

と
い

う
。
）

の
意

見
を

反
映

さ
せ

た
い

と
考

え
、

関
係

各
所

の
ご

協
力

の
も

と
に
答
申
作
成
の
た

め
の
ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
（

以
下
「

ア
ン

ケ
ー

ト
」
と

い
う
。
）（

資
料

2
）
を

実
施

（
平
成

2
4
年

5
月
配

布
、
同

年
6
月
末

日
回
収

）
し
ま
し

た
。
 

 そ
れ
ら
を
も
と
に
、

以
下
の

4
項

目
に

ま
と
め

ま
し
た
の

で
、

こ
こ

に
答
申

い
た
し
ま

す
。
 

Ⅰ
 
公
民
館
利

用
の

案
内
 

Ⅱ
 
情
報
提
供

の
媒

体
 

Ⅲ
 
施
設
予
約

に
つ

い
て
 

Ⅳ
 
窓
口
で
の

情
報

提
供
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Ⅰ
 
公

民
館
利

用
の

案
内

 
１
 
施
設
の

利
用
 

(
１
)
利
用
案
内
 

福
生
市
で
は
、
公
民
館
設
置
以
来
、
利
用
方
法
等
を
市
民
に
周
知
す
る
た
め
の
案
内
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
平
成

2
4
年

4
月
に
、
公
民
館
職
員
に
よ

る
「
情
報
提
供
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

ー
ム
」
に
お
い
て

利
用
案
内
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
後
定
期
的
に
見
直
し
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
 

ア
ン

ケ
ー

ト
で

利
用

団
体

が
公

民
館

を
利

用
す

る
際

に
知

り
た

か
っ

た
情

報
を

質
問

し
た

と
こ
ろ
、
87

団
体
中
記
載
が
あ
っ
た
団
体
は

2
5
団
体
あ
り
、「

部
屋
の
利
用
方
法
」
と
記
入
し

た
団
体
が

1
3
団

体
（
5
2
.
0％

）
、
続
い
て
「
交
流
会
・
連
絡

会
の
有
無
と
意
味
」
が

1
2
団
体

（
4
8
.
0
％
）、
「
公
民
館
利
用
規
則
や
条
件
」
を

4
団
体
（
1
6
.
0
％
）
が
挙
げ
て
い
ま
す
。
（
複

数
回
答
あ
り
）
 

利
用
案
内
の
提

供
方
法
に
つ
い
て
は
、
電
子
情
報
通
信
の
技
術
発
展
に
よ
り
、
パ
ソ
コ
ン
や

携
帯
電
話
な
ど
の
情
報
媒
体
を
活
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

・
利

用
団
体

に
、
公
民
館

が
教
育
機
関

で
あ
る
事
を

知
っ
て
い
た
だ
く

た
め
に
、
利

用
案

内
 

の
充

実
を
図
っ

て
い
く
必
要

が
あ
り
ま

す
。
 

・
利
用

案
内
の
定

期
的
な
見
直

し
が
必
要

で
す
。
 

・
利
用

団
体
が
公

民
館
を
利
用

す
る
際
に

必
要
と
す
る

情
報
の

追
加
を
望
み
ま
す
。
 

・
ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
に
利

用
案
内
の
内

容
を
掲
載

し
、
幅

広
く
市
民
へ
提
供
す

る
こ
と
が
必
要
 

で
す

。
 

 (
２
)
市
民
へ
の

説
明
方
法
の
統
一
化
 

公
民
館
を
利
用

し
た
い
市
民
に
対
し
、
基
本
と
な
る
情
報
を
説
明
し
、
伝
え
る
こ
と
が
重
要

と
考
え
ま
す
。
そ

の
際
、
職
員
の
在
職
年
数
に
よ
る
経
験
の

違
い
な
ど
に
よ
り
、
市
民
に
説
明

す
る
内
容
が
異
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
問
題
で
あ
る
た
め
、
職
員
の
だ
れ
も
が
同
じ
情
報
を
提

供
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
 

・
市
民

へ
の

説
明
方
法

の
統
一
化
の

た
め
、
窓
口
用
の

情
報
提
供
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
作
成
す
る
 

事
を

提
言
し
ま

す
。
 

 
２

 
主
催
事
業

 
(
１
)
講
座
案
内
 

公
民
館
で
行
う

主
催
事
業
は
、
地
域
課
題
を
取
り
上
げ
て
学
習
し
、
解
決
す
る
事
を
目
指
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
学
習
し
て
み
た
い
が
機
会
が
な
い
と
考

え
て
い
る
市
民
が
、
公
民
館
で
学

び
始
め
る
き
っ
か
け
づ
く
り
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
講
座
案
内
を
多
く
の
市
民
が
目

 

3 

に
す
る
機
会
が

な
け

れ
ば

、
講

座
へ

の
参

加
は
で

き
な
く
な

り
ま

す
。
現

在
の
広

報
活
動

で
は

不
十
分
と
考
え

、
改

善
す
る
事

を
望

み
ま

す
。
 

・
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に

講
座
案

内
の
詳

細
情

報
を
掲

載
す

る
な

ど
、
電

子
情

報
の
活

用
が

大
切

 

で
す
。
 

・
子
ど
も
や
学

生
向

け
の
講

座
案

内
は

、
市

内
の
小
・
中
学

校
や

学
童

ク
ラ

ブ
な
ど

、
講

座
 

対
象
ご
と

に
積

極
的

な
周
知

方
法

を
工

夫
す

る
事
が

大
切

で
す

。
 

・
主
催
事
業

等
で

回
収

し
た

ア
ン

ケ
ー
ト

は
、
今
後

の
情

報
提
供

方
法

の
検

討
資

料
と
し

て
 

よ
り

活
用
す

る
こ

と
が

必
要

で
す
。

 

 

(
２
)
イ
ベ
ン
ト
情
報
 

福
生
市
公
民
館

で
は

、
公

民
館

の
つ

ど
い

や
市
民

文
化
祭
の

ほ
か
、
各

館
で

の
祭
り
（
本

館

ま
つ
り
、
松
林
だ

れ
で
も

な
ん

で
も

展
、
白
梅

ま
つ
り

）
な

ど
多

数
の

事
業
が

行
わ
れ
て

い
ま

す
。
市
民
が
公
民

館
に

気
軽
に

触
れ

る
こ

と
が
で

き
る
機
会

と
な

る
た

め
、
周
知

す
る
意

味
は

重
要
と
考
え
ま

す
。
 

・
市
広
報
、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
、

ポ
ス

タ
ー

・
チ

ラ
シ
・

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

、
町

内
会

回
覧

板
、
 

ふ
っ
さ
情

報
メ

ー
ル

及
び
防

災
行

政
無

線
な

ど
を
広

報
の

媒
体

と
し

て
活
用

す
る
こ

と
 

が
必
要
で

す
。

 

・
地
域
を
大

切
に

す
る

事
を
考

え
、

公
民

館
各

館
を
中

心
に

範
囲

を
限

定
し
て

積
極

的
に

 

広
報
す
る

こ
と

も
必

要
で
す

。
 

 
(
３
)
情
報
提
供
の
統

一
化
 

主
催
事
業
を
行

う
際

、
周

知
方

法
と

し
て

ど
の
よ

う
な
広
報

媒
体

を
活

用
す
る

か
は

、
担

当

職
員
の
判
断
に

任
さ

れ
て
い
ま

す
。
し

か
し

講
座
ご

と
に
使

用
す

る
広

報
媒
体

が
違
い
、
市

民

へ
周
知
す
る
方

法
が

統
一
さ
れ

て
い

な
け

れ
ば

、
市

民
へ
の

情
報

提
供

が
均
一

化
さ
れ
ず

、
誰

も
が
学
習
す
る

権
利

を
守
る
こ

と
は

で
き

ま
せ
ん

。
広
報
活

動
に

慣
れ

て
い
な

い
新
任
職

員
が

事
業
担
当
を
し

た
際

に
も
、
十

分
な

広
報

活
動
を

行
え
る
こ

と
が

必
要

で
す
。
 

・
主
催
事
業

の
情
報

提
供
を

合
理
的

か
つ

効
果
的

に
行

う
た

め
に

、
広
報

マ
ニ
ュ

ア
ル

を
作

 

成
し
、
事

業
対

象
者

に
応
じ

た
情

報
提

供
の

統
一
化

を
図

る
事

を
提

言
し
ま

す
。
 

 
３

 
公
民
館
利
用
団
体

の
活

動
情

報
 

自
分
で
何
か
を
始
め

た
い
と
思

っ
た

時
、
公
民

館
で
ど

の
よ

う
な

団
体

が
活
動

を
し
て
い

る
の

か

知
り
た
い
と
、
考
え
る

事
が
あ

る
か

と
思

い
ま
す

。
現
在
、
利

用
団
体

を
ま
と

め
た
冊
子

を
市

内
公

共
施
設
や
小
・
中
学

校
、
学
童

ク
ラ

ブ
及

び
ふ
っ

さ
っ
子
広

場
に

配
布

し
て
い

ま
す
が
、
詳

細
は
掲

載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

。
市

民
へ

の
利

用
団

体
の
活

動
紹
介
を

重
点

に
考

え
、
改
善

す
る
事

が
必

要
で
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す
。

 
・
公

民
館

報
や
ホ

ー
ム
ペ

ー
ジ
を
活
用

し
、
利
用
団

体
の
詳
細
情
報
を

提
供
す

る
こ

と
が
必
要
 

で
す
。

 

・
公

民
館

の
ロ
ビ

ー
な
ど

を
活
用
し
、

利
用
団
体
の

活
動
を
紹
介
す
る

機
会
を

設
け

る
こ
と
が
 

必
要
で

す
。
 

 

４
 
援
助
事
業

 
公
益
的
事
業
と
は
、

社
会
全
般
の
利
益
と
な
る
目
的
を
持
っ
た
事
業
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

 
利
用
団
体
が
学
習
し
た
成
果
を
地
域
に
活
か
し
た
い
と
考
え
た

場
合
、
そ
の
団
体
が
自
主
的
に
公

益
的
事
業
を
行
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
ま
す
。
公
益
的
事
業
の
一
環

と
し
て
、
市
民
に
向
け
た
公
開
講

座
や
講
演
を
企
画
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
自
主

財
源
が
乏
し
い
団
体
に
と
っ
て
講

師
料
や
会
場
借
上
料
の
負
担
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 
公

民
館

が
利

用
団

体
の

活
動

を
支

援
す

る
た

め
に

行
っ

て
い

る
講

師
派

遣
援

助
事

業
や

大
小

ホ

ー
ル
借
上
料
援
助
事
業
を
よ
り
周
知
し
、
活
用
で
き
る
環
境
を
整

え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

 
・
利

用
団

体
が
最

初
に
公

民
館
を
訪
れ

た
際
及
び
毎
年

度
初
め

に
、
援

助
事
業

に
つ

い
て
周
知
 

す
る
必

要
が
あ

り
ま
す

。
 

・
利

用
団
体

か
ら

公
益
的
事

業
に
つ
い
て

相
談
を
受

け
た
時
、
職

員
は
援
助
事
業
の

説
明
を
行
う
 

こ
と
が

必
要
と

考
え
ま

す
。
 

 Ⅱ
 
情

報
提
供

の
媒

体
 

１
 
市
広
報
等

 
(
１
)
広
報
ふ
っ
さ
・
教
育
広
報
「
福
生
の
教
育
」
の
活
用
 

福
生
市
広
報
「
ふ
っ
さ
」
は
月

2
回
、
ま
た
教
育
広
報
「
福
生
の
教
育
」
は
年

4
回
発
行
さ

れ
、
福
生
市
内
す

べ
て
の
世
帯
へ
配
布
さ
れ
て
い
る
た
め
、
周
知
効
果
は
大
き
い
と
考
え
ま
す
。

し
か
し
、
社
会
教
育
に
関
連
す
る
記
事
の
掲
載
は
少
な
い
の
が
現
状
で
す
。
掲
載
量
は
限
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
今
後
効
果
的
な
方
法
を
考
え

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

・
広

報
ふ

っ
さ
の
よ

り
一
層
の
活

用
、
ま
た
教

育
広
報
「

福
生

の
教

育
」
は
公

民
館
主

催
事
 

業
、

利
用
団

体
の
情

報
掲
載
欄
を

常
に
確
保
す

る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
 

 
(
２
)
公
民
館
報
の
活
用
 

公
民
館
ふ
っ
さ
は
年

3
回
発
行
し
、
全
戸
配
布
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
民
だ
れ
も
が
、
公
民
館

に
つ
い
て
知
り
得
る
こ
と
が
で

き
る

た
め

、
発
行

す
る
意
味

は
大

き
い

も
の
と

思
わ
れ
ま

す
。
 

公
民

館
各

館
で

発
行

し
て

い
る

た
よ
り

（
公

民
館

本
館

「
学

び
の
ク

ロ
ス

ロ
ー

ド
」

2
,5
00

部
発
行
、
松
林
分
館
「
松
林
分
館
だ
よ
り
」
2
,
00
0
部
発
行

、
白
梅
分
館
「
た
ま
り
場
つ
う
し

 

5 

ん
」
2
,
5
0
0
部
発

行
）
は
年

2
、
3
回

発
行
さ

れ
て
い

ま
す
。
配

布
地

域
は
限

定
さ
れ

て
い

ま
す

が
、
各
館
を
中

心
と
し

て
地
域

市
民

へ
、
公

民
館
に

つ
い
て

知
っ

て
い

た
だ
く

と
い
う
重

要
な

役
割
が
あ
る
と
考
え

ま
す

。
ま

た
、
職

員
が

配
布
す

る
事
で

、
地

域
の
特

色
を
理

解
し
、
地
域

に
潜
在
す
る
課
題
の

掘
り
起
こ

し
の

機
会

が
得
ら

れ
る
と
考

え
ま

す
。
 

・
公
民
館
報
の

発
行

回
数

や
ペ
ー

ジ
数

の
増

加
、
読

み
や
す

い
紙

面
の

編
集
に

努
め

る
必

要
 

が
あ
り
ま
す

。
 

・
各
館
で
発
行

し
て

い
る

た
よ
り

は
、
今

後
も

継
続

し
て
公

民
館

職
員

が
地
域

の
市

民
に

向
 

け
て
、
配
布

す
る

こ
と

が
大

切
と
考

え
ま

す
。

 

 
(
３
)
公
運
審
だ

よ
り

の
活
用
 

公
運
審
だ
よ

り
は
公

運
審
が
独

自
に

編
集

し
、
年

6
回

発
行

し
て

い
ま

す
。
公
民

館
の
現

状

を
掲
載
し
て
い
ま
す

が
、
配
布

先
が

市
内

の
各
公

共
施
設
、
教

育
委

員
会
、
公
運

審
委
員

を
選

出
し
て
い
る
団
体

、
東

京
都
公

民
館

連
絡

協
議
会

と
限
定
さ

れ
て

い
ま

す
。
公
民

館
が
置

か
れ

て
い
る
現
状
を
市
民

に
伝
え
る

役
割

が
あ

る
も
の

と
考
え
、
公

運
審
だ

よ
り
の

発
行
に
つ

い
て

、

今
後
も
公
民
館
か
ら

の
支
援
を

お
願

い
い

た
し
ま

す
。
 

・
ホ
ー
ム

ペ
ー

ジ
へ

の
掲
載

な
ど

、
市

民
が

広
く

目
に

す
る

機
会

を
増
や

す
事

が
必

要
で

す
。
 

公
運
審
と
し
て

 

・
公
運
審

だ
よ

り
の

活
用
方

法
を

検
討

し
、
読
み

や
す

い
紙

面
の

編
集
に

努
め

て
い

き
ま

す
。
 

・
公
運
審
委
員

の
任

期
満

了
時
に

2
年

間
の

活
動

内
容
を

ま
と

め
、
市

民
に
周

知
す

る
な

ど
 

新
た
な
試
み

に
取

り
組

ん
で

い
き
ま

す
。

 

 
(
４
)
一
斉
送
信

が
で

き
る
媒
体

の
活

用
 

防
災
行
政
無

線
は

、
市

全
体
が

関
わ

る
事

業
・
イ
ベ

ン
ト
情

報
に

つ
い

て
放
送

を
行
っ
て

い

ま
す
。
ま
た
ふ

っ
さ
情

報
メ
ー

ル
は

平
成

2
3
年

4
月

か
ら

運
用

開
始

さ
れ

、
平

成
24

年
9
月

末
日
現
在

3
,
74
8
件

の
登
録
が

あ
り

、
配

信
件
数

は
延
べ

3
3
7
件

（
月

平
均

1
8
.
7
件

）
と

な

っ
て
い
ま
す
。
ふ

っ
さ

情
報
メ

ー
ル

で
、
講

座
案
内

を
見
て

参
加

し
た

と
い
う

実
績
が
あ

り
ま

す
が
、
ま
だ
十
分
活

用
さ
れ
て

い
る

と
は

言
え
ま

せ
ん
。
 

・
市
民
だ
れ
も

が
、
ど

こ
に

い
て
も

情
報

が
手

に
入

る
と
い

う
特

性
を

活
か

し
、
防
災

行
政

無
線
や

ふ
っ
さ

情
報

メ
ー
ル

を
利

用
し

て
主

催
事
業

の
情

報
提
供

を
す

る
な

ど
、
積
極

的

な
活
用

を
図
る

必
要

が
あ
り

ま
す

。
 

 
２
 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 
(
１
)
市
ホ
ー
ム

ペ
ー

ジ
の
活
用

 

現
在
、
公
民
館

の
情
報

は
市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
内
に

ペ
ー
ジ
が

設
け

ら
れ

、
公

民
館

の
意
義

や
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利
用
方
法
、
主
催

事
業
の
案
内
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
秘
書
広
報

課
で
管
理
し
て
い
る
た
め
、
情
報
の
掲
載
及
び
削
除
は
依
頼
が
必
要
で
す
。
ま
た
掲
載
量
も
制

限
が
あ
る
た
め
、
必
要
と
さ
れ
る
す
べ
て
の
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
い
つ
で
も

閲
覧
で
き
る
と
い
う
特
色
を
活
か
す
に
は
、
常
に
新
し
い
情
報
を
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
 

・
市

ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の

公
民
館
部

分
の

情
報
は
、
常

に
最

新
の
も
の
を
掲
載

す
る
こ

と
が
 

大
切
で

す
。
 

・
市

民
が
必

要
と
思

う
情
報

を
受
け
取
れ

る
よ
う

、
公
民
館
利
用
や

主
催
事

業
の
案
内

を
積

極
的

に
掲
載
す
る
必
要

が
あ
り
ま

す
。

 

 
(
２
)
公
民
館
独
自
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
創
設
 

現
在
の
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
は
、
情
報
量
や
掲
載
す
る
ま
で
の
手
順
な
ど
が
決
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
公
民
館
の
役
割
、
利
用
団
体
情
報
及
び
公
民

館
主
催
事
業
な
ど
、
常
に
最
新
情

報
を
市
民
へ
提
供
す
る
た
め
に
も
、
多
種
多
様
な
情
報
を
掲
載
で
き
る
環
境
が
確
保
さ
れ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

・
公

民
館
独

自
の
ホ

ー
ム
ペ

ー
ジ
を
創
設

し
、
き

め
細
か
な
情
報
提

供
に
努

め
る
こ
と
を
提

言
し

ま
す
。
 

 

３
 
ポ
ス

タ
ー

・
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
・
チ

ラ
シ

 
現
在
公
民
館
に
あ
る
ポ
ス
タ
ー
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
チ
ラ
シ
は
、
公
民
館
が
主
催
す
る
事
業
案
内

の
も
の
だ
け
で
あ
り
ま
せ
ん
。
利
用
団
体
が
、
団
体
紹
介
の
た
め
掲
示
し
た
も
の
や
、
公
益
的
事
業

な
ど
を
行
う
際
に
独
自
に
作
成
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
公
民
館
を
訪
れ
た
多
く
の
市
民
に
周
知
で

き
る
特
性
を
更
に
活
か
す
た
め
、
公
共
の
場
所
に
貼
り
だ
す
こ
と

で
、
目
に
す
る
き
っ
か
け
づ
く
り

を
検
討
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。

 
・
公

民
館
各

館
の

ロ
ビ
ー
な

ど
、
多
く
の
人

が
集
う
と
こ

ろ
に
掲
示
す
る
場

所
を
確
保
す
る
こ
と
、
 

情
報

を
提
供

す
る
機

会
を
作
る
こ

と
が
大
切
で

す
。
 

 
４

 
掲
示

板
 

福
生
市
内
に
は

町
会
で
設
置
し
た
掲
示
板
の
他
に
、
福
生
駅

、
牛
浜
駅
、
拝
島
駅
に
そ
れ
ぞ
れ

掲
示
板
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
掲
示
し
た
主
催
事
業
の
ポ
ス

タ
ー
は
、
通
行
人
な
ど
多
く
の
市

民
に
見
て
い
た
だ
け
る
と
い
う
特
性
が
あ
る
半
面
、
目
を
ひ
か

な
い
も
の
や
、
主
催
事
業
に
興
味

が
な
い
市
民
に
は
読
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
り
、
そ
こ
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

・
掲

示
板
に

貼
る
ポ

ス
タ
ー
は
目

立
た
せ
る

た
め
、
レ
イ
ア
ウ
ト
や

デ
ザ
イ
ン

を
考
慮
し
て

作

成
し

、
主

催
事
業
や
地

域
特
有
の

講
座

等
の
広
報
に

積
極

的
な
活
用
を
図
り

ま
す
。
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・
各
公

共
施
設
の
掲

示
板
を

積
極

的
に
活

用
す

る
こ

と
が

必
要
で

す
。

 

・
公
民

館
独
自
の
掲

示
板
の

設
置

を
提
言

し
ま

す
。

 

 
５

 
回
覧

板
 

公
民
館
の
主
催
事
業

を
掲
載
し

た
チ

ラ
シ

を
町
会

加
入
世
帯

に
回

覧
し

て
い
た

だ
く
に
は

、
町

会

長
協
議
会
の
承
認
な
ど

事
前
の

手
続

き
が

必
要
で

す
が

、
平

成
2
3
年

1
0
月

1
日

現
在
で

町
会

の
加

入
率
は

4
3.
1
8
％
で

あ
り
、
市

民
へ

周
知

さ
せ
る

効
果
は
高

い
と

考
え

ま
す
。
 

・
各
館
で
行
わ
れ

る
ま
つ

り
、
市
全

体
に

呼
び

か
け

が
必
要

な
事

業
、
利
用

団
体
案

内
な

ど
の

回
 

覧
依
頼

を
す
る
な
ど

、
積
極

的
な

活
用
が

必
要

と
考

え
ま

す
。
 

  Ⅲ
 

施
設
予
約
に
つ
い
て

 
１
 
予
約

に
つ
い
て
の

考
え
方

 
現
在
の
公
民
館
各
館

で
は
、
毎

月
1
日
（

1
日
が

休
館
日
の

場
合

は
翌

日
に
変

更
）
に
翌

月
の

抽
選
予
約
が
行
わ
れ

て
い
ま
す

。
本

館
で
は

、
利

用
希

望
団

体
が

先
着

順
に
番

号
が
書
か

れ
た

く

じ
を
引
き
、
若
い
番
号

か
ら
希

望
す

る
部

屋
を
予

約
し
て
い

き
ま

す
。
松

林
分
館

と
白
梅

分
館

は
、

利
用
希
望
団
体
が
先

着
順
で
希

望
の

部
屋

を
挙
げ

、
重

な
っ

た
場

合
は

団
体
同

士
で
調
整

す
る

と

い
う
方
法
で
す
。
 

各
館
の
予
約
方

法
を

踏
ま
え
、

こ
こ

で
は

「
当
日

の
利
用
」

と
「

公
益

的
事
業

の
利
用
」

の
2

つ
に
つ
い
て
考
え
ま

し
た
。
 

 (
１
)
当
日
の
利

用
 

福
生
市
公
民

館
で
は

、
福
生
市

公
民

館
条

例
施
行

規
則
第

2
条

第
2
項

 
(資

料
3
）
に

よ
り

、

部
屋
を
利
用
す
る
場

合
、
前
日

ま
で

の
申

込
み
が

原
則
で
す

。
こ
れ

は
、
利

用
者

の
公
平

性
を

守
る
こ
と
を
視
点
に

考
え
ら
れ

た
事

と
推

察
さ
れ

ま
す
。
 

ア
ン
ケ

ー
ト

の
結

果
、
「

当
日

利
用

の
必

要
性

を
感

じ
て

い
な

い
」

と
の

回
答

が
41

団
体

（
4
7
.
1
％
）
あ

り
ま

し
た
。
一

方
で

3
0
団

体
（

3
4
.
5％

）
が

、「
可

能
な

ら
利

用
し
た

い
」
と

回
答
を

し
て

お
り

、
そ

の
理

由
と

し
て

、
「

緊
急

に
打

ち
合

わ
せ

等
が

必
要

な
時

に
利

用
し

た

い
」
、「

も
と
も

と
希

望
し
て
い

た
部

屋
を

他
団
体

が
キ
ャ
ン

セ
ル

し
た

場
合
に

そ
の
部
屋

に
変

更
し
た
い
」
と

い
う

こ
と
な
ど

が
挙

げ
ら

れ
て
い

ま
し
た
。

 

・
福

生
市
公
民
館

条
例
施

行
規

則
で
決

め
ら

れ
て

い
ま

す
が

、
今

後
の
地

域
の

教
育
力

を
 

高
め
る
た
め
に

も
、
利

用
団

体
の
地

域
へ

向
け

た
活

動
の

拡
充

が
必
要

と
考

え
ま
す

。
 

利
用
団
体
が
部

屋
を
必

要
と

し
、
か

つ
利

用
可

能
な

部
屋

が
あ

る
場
合

は
、

当
日
利

用
 

で
き
る
よ
う
配

慮
す
る

必
要

が
あ
り

ま
す

。
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(
２
)
公
益
的
事
業
の
利
用
 

市
民
活
動
が
活
性
化
し
て
き
て
い
る
今
日
、
公
民
館
を
会
場
と
し
た
公
益
的
事
業
の
開
催
増

加
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
公
益
的
事
業
を
市
民
に
広
く
周
知
徹
底
す
る
に
は
、
市
広
報
へ
の
掲
載

依
頼
や
、
チ
ラ
シ
・
ポ
ス
タ
ー
制
作
の
た
め
に
は
開
催
の

2
か
月
以
上
前
に
会
場
が
決
ま
っ
て

い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
利
用
団
体
の
活

動
を
保
証
し
な
が
ら
、
公
益
的
事

業
を
開
催
す
る
団
体
が

2
か
月
以
前
に
部
屋
の
予
約
が
出
来

る
よ
う
検
討
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。 

・
市

民
に
向

け
た
公
益
的
事

業
を
開
催
す

る
際
は
、
現
在

の
抽
選
予
約
方
法
で
は

な
く
、
事

前
に
会

場
を
確

保
す
る
配
慮

が
必
要
で
す

。
 

・
公
益
的

事
業
を

事
前
に
利
用
申

請
さ
れ
た

際
は

、
事
業

内
容
の
妥
当
性
や
参

加
対
象
が
広

く
市
民

に
向
け

た
も
の
か
確

認
が
必
要
で

す
。
公
民
館

で
見
極
め
る
た
め
の
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
の
作

成
が
求

め
ら
れ
ま
す

。
 

 
２

 
予
約
の
電

子
化

 
(
１
)
利
用
者
の
希
望
 

利
用

団
体

の
構

成
年

齢
は

、
回

答
の

あ
っ

た
6
1

団
体

の
う

ち
6
0

歳
以

上
が

4
5

団
体

（
7
3
.
8
％

）
と

ア
ン
ケ

ー
ト
の

結
果

で
わ

か
り

ま
し

た
。
「

高
齢

の
た

め
公

民
館

に
出
向

い
て

の
抽
選
会
へ
の
参
加
や
利
用
申
請
を
行
う
事
が
負
担
に
な
っ

て
き
た
」
と
い
う
声
が
公
運
審
に

寄
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
仕
事
や
障
害
を
持

っ
て
い
る
た
め
に
、
抽
選
会
へ
の

参
加
や
利
用
申
請
が
困
難
な
市
民
も
い
ま
す
。
 

ア
ン
ケ
ー
ト
で
現
在
の
抽
選
予
約
方
法
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
予
約
方
法
は
現
状
の

ま
ま
（
窓
口
で
の
直
接
予
約
）
で
よ
い
と
答
え
た
団
体
は

5
9
団
体
（
6
7
.
8％

）
、
電
子
予
約
が

よ
い
と
答
え
た
団
体
は

1
3
団
体
（
1
4
.9
％
）
で
し
た
。
な
お
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
答
え
た

団
体
が

9
団
体
（

1
0.
3
％
）
あ
り
ま
し
た
。
現
状
の
ま
ま
（

窓
口
で
の
直
接
予
約
）
が
よ
い
と

回
答
し
た
団
体
の
主
な
理
由
は
、「

部
屋
の
空
き
状
況
が
す
ぐ

に
わ
か
る
」「

職
員
や
他
団
体
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
」「

高
齢
者
等
で
パ
ソ
コ

ン
操
作
が
不
得
手
」「

費
用
対
効

果
の
関

係
で

疑
問
」

で
し

た
。

一
方

、
電

子
予
約

が
よ

い
と

回
答

し
た

団
体
の

主
な

理
由

は
、

「
会
場
に
足
を
運
ば
ず
予
約
で
き
る
（
仕
事
の
た
め
会
場
に
出
向
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
わ
ざ

わ
ざ
会
場
に
行
か
な
く
て
も
よ
い
の
で
便
利
）
」
な
ど
利
便
性

の
向
上
を
あ
げ
て
い
ま
し
た
。
 

「
現

状
の

ま
ま

（
窓

口
で

の
直

接
予
約

）
が

よ
い

」
と

い
う

5
9
団

体
の

う
ち

、
56

団
体

（
9
4
.
9
％
）
は
定
期
的
な
利
用
で
、
不
定
期
利
用
の
団
体
は

3
団
体
(5
.
1
％
）
で
し
た
。
 

 
(
２
)
電
子
予
約
の
利
点
と
課
題
 

最
終
答
申
を
作
成
す
る
際
、
他
市
の
現
状
を
知
り
た
い
と
考
え
、
電
子
予
約
を
導
入
し
た
小

金
井
市
公
民
館
と
、
電
子
予
約
導
入
を
行
わ
な
い
と
決
め
た
国
立
市
公
民
館
を
視
察
し
、
そ
れ
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ぞ
れ
の
現
状
と

課
題

に
つ
い
て

聞
い

て
き

ま
し
た

。
 

小
金
井
市
公
民

館
は

電
子
予
約

導
入

を
き

っ
か
け

に
、
2
4
時

間
い

つ
で

も
予
約

希
望
を
出

す

こ
と
が
で
き
る

よ
う

に
な
り
ま

し
た

。
仕

事
に
つ

い
て
い
る

人
に

も
利

用
し
や

す
い
環
境

と
な

っ
た
反

面
、

希
望

が
重

複
す

る
団

体
も

増
え

ま
し

た
。

部
屋

の
抽

選
は

機
械

的
に

行
う

た
め

、

希
望
の
利
用
時

間
帯

に
差
が
あ

っ
て

も
、

1
時

間
で

も
時
間

が
重

複
す

る
と
、

そ
の
う
ち

の
1

団
体
し
か
利
用

が
で

き
な
く
な

り
ま

す
。
ま

た
予
約

希
望
が

重
な

っ
た

団
体
は

、
調

整
期

間
内

に
他
の
部
屋
へ

の
希

望
変
更
が

可
能

な
た

め
、
重
複

し
た
団

体
が

全
て

移
動
し

、
結

果
的

に
そ

の
部
屋
の
利
用

団
体

が
な
く
な

る
と

い
う

事
態
も

発
生
し
ま

す
。
そ
の

た
め
公

民
館
の
利

用
率

は
電
子
予
約
導

入
前

よ
り
低
く

な
っ

て
い

ま
す
。
ま

た
パ
ソ

コ
ン

等
を

操
作
で

き
な
い
人

へ
の

対
応
の
た
め
、

職
員

の
よ
り
一

層
の

支
援

が
必
要

と
な
り
ま

し
た

。
 

国
立
市
公
民
館

は
、
福

生
市
同

様
の

抽
選

会
を
実

施
し

、
団

体
同

士
で

調
整
を

行
っ
て
い

ま

す
。
そ
の
運
営
は

公
民

館
が
利

用
者

連
絡

会
の
協

力
の
も
と

行
っ

て
お

り
、
抽
選

会
を
毎

月
第

1
土
曜
日
に
開

催
し

て
い
ま
す

。
仕

事
に

つ
い
て

い
る
人
も

参
加

で
き

る
た
め

、
利
用
者

か
ら

の
不
満
は
出
て

い
ま

せ
ん

。
現

状
を

踏
ま

え
て
考

え
た
結
果

、
電

子
予
約

は
必
要

な
い
と

の
結

論
に
至
り
ま
し

た
。
 

視
察
し
た
結
果

を
踏

ま
え

、
電

子
予

約
の

利
点
と

課
題
に
つ

い
て

、
改
め

て
討
議

を
行
い

ま

し
た
。
 

利
点
と
し
て
は

、
日
程

の
決
ま

っ
て

い
る

抽
選
会

に
参
加
が

困
難

な
利

用
団
体

や
、
公
民

館

ま
で
度
々
足
を

運
ぶ

事
を
負
担

に
感

じ
て

い
る
利

用
団
体
に

と
っ

て
は

、
利
便

性
が
高
ま

り
ま

す
。
ま
た
場
所
と

時
間

を
問
わ

ず
に

気
軽

に
予
約

が
行
え
る

電
子

化
は

、
公

民
館

の
利
用

拡
大

に
つ
な
が
り
ま

す
。
 

一
方
課
題
と
し

て
は

、
予

約
の

電
子

化
は

一
部
の

市
民
の
利

便
性

が
高

ま
る
半

面
、
電
子

予

約
を

行
う

た
め

に
必

要
な

パ
ソ

コ
ン

や
携

帯
電

話
な

ど
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
ア

ク
セ

ス
出

来

る
環
境
を
持
た

な
い

市
民
に
と

っ
て

は
、
施
設

予
約
が

不
利

に
な

り
ま

す
。
ま

た
、
抽
選

会
で

多
く
の
登
録
団

体
が

顔
を
合
わ

せ
、
部
屋

の
使
用

に
つ
い
て

調
整

の
た

め
の
話

し
合
い
の

機
会

を
持
て
な
い
こ

と
は

、
団

体
同

士
の

交
流

が
減
る

な
ど
の
マ

イ
ナ

ス
面

も
考
え

ら
れ
ま
す

。
直

接
顔
を
合
わ
せ

て
予

約
を
取
る

現
状

の
利

用
申
請

方
法
と
違

い
、
電
子

的
に
予

約
を
取
る

場
合

、

ひ
と
つ
の
団
体

の
利

用
者
が
複

数
の

団
体

名
を
利

用
し
て
予

約
す

る
可

能
性
も

あ
り
、
不

正
を

防
ぐ
手
段
を
講

じ
る

必
要
が
あ

り
ま

す
。
 

 ・
電
子
予
約

を
導

入
し

よ
う

と
す
る

時
は

、
利

用
者

が
不

便
を
感

じ
な

い
よ

う
に

以
下
の

 

環
境
整
備

が
必

要
で

す
。

 

①
自
宅
に

パ
ソ

コ
ン

や
イ

ン
タ

ー
ネ
ッ

ト
回

線
環

境
が

な
い
方

へ
の

配
慮

と
し

て
、
公

民
 

館
を
含

め
た

市
内

の
各

公
共

施
設
に

予
約

端
末

を
設

置
。
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②
予

約
シ

ス
テ
ム
に

不
慣
れ
な

方
や
、
高

齢
者
・
障
害

者
へ
の
配
慮
と
し
て

、
電
子
予
約
 

時
の
職

員
に
よ
る

支
援
。
 
 

③
よ

り
き

め
細
や
か

な
支
援
と

し
て
、
市
民

に
よ
る
電
子
予
約

の
支
援
者

体
制
。
 

 Ⅳ
 
窓

口
で
の

情
報
提
供

 
１
 
学
習

相
談

 
教
育
機
関
で
あ
る
公
民
館
に
と
っ
て
、
市
民
が
主
体
的
に
学
ぶ
う
え
で
必
要
な
相
談
を
受
け
る
こ

と
は
大
切
な
業
務
で
す
。
利
用
者
の
み
な
ら
ず
、
公
民
館
を
利
用

し
た
い
と
考
え
た
市
民
が
相
談
で

き
る
の
は
公
民
館
職
員
で
あ
り
、
必
要
な
助
言
を
行
え
る
の
も
公

民
館
職
員
で
す
。
 

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
、
普
段
の
活
動
で
相
談
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
が
「
な
い
」
団
体
は

7
3
団

体
（
8
3
.
9％

）
で
し
た
。
一
方
「
あ
る
」
と
回
答
し
た
の
は

1
4
団
体
（
1
6
.
1
％
）
で
し
た
が
、
そ

の
相

談
相
手
（
複
数

回
答
あ
り
）

と
し
て
「
職
員

」
と
「
所
属

す
る
団
体
の
仲

間
」
を
と
も

に
1
0

団
体
（
7
1.
4
％
）
が
挙
げ
て
お
り
、
市
民
が
主
体
的
に
学
ぶ
う
え
で
職
員
は
重
要
な
相
談
相
手
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
 

市
民
の
多
様
な
学
習
活
動
を
支
援
し
て
い
く
上
で
、
適
切
な
助
言
が
で
き
る
よ
う
場
所
の
提
供
と
、

こ
れ
ま
で
受
け
た
相

談
内
容
及
び
回
答
を
記
録
し
、
活
用
す
る
こ

と
が
必
要
と
考
え
ま
す
。
 

 

(
１
)
相
談
場
所

の
提
供
 

相
談
の
内
容
に

よ
っ
て
は
、
相
談
者
の
個
人
情
報
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
相
談
に
使

用
す
る
部
屋
は
、
相
談
者
が
安
心
し
て
話
す
事
が
で
き
、
か
つ
相
談
内
容
が

漏
れ
な
い
よ
う
配
慮
が
必
要
で
す
。
 

ア
ン
ケ
ー
ト
の

結
果
、
相
談
し
た
い
場
所
と
し
て
回
答
が
あ
っ
た

3
0
団
体
の
う
ち
、
窓
口

を
挙
げ
た
の
が

2
2
団
体
（
73
.
3
％
）
、
公
民
館
の
ロ
ビ
ー
が

9
団
体
（
30
.
0
％
）、

相
談
用
の

部
屋
（
個
室
）
が

7
団
体
（
2
3
.
3
％
）
あ
り
ま
し
た
。（

複
数
回
答
あ
り
）
相
談
し
た
い
時
間

に
つ
い
て
、
回
答
が
あ
っ
た

2
5
団
体
す
べ
て
が
随
時
を
希
望

し
て
い
ま
し
た
。
 

・
現
在

、
相
談
用
の

部
屋
を
取
り

専
門
職

員
を

置
く
事
は

む
ず
か
し

い
た

め
、
職
員
の
だ
れ

も
が

市
民
か
ら
の
相

談
に
応
え

ら
れ

る
よ
う
一

層
の

研
修

の
充

実
を
求

め
ま
す

。
 

 
ま

た
、
時
間
を
設
定

し
、
相
談
で

き
る
部
屋
を

設
け
る

必
要
が
あ
り
ま

す
。
最
終
的
に
は

相
談

が
随
時
行
え
る

よ
う

、
場
所

の
確
保
と
専

門
職
員

の
配
置
を
望
み
ま
す
。
専

門
職
員

は
、

こ
れ
ま
で
社
会

教
育
に
携

わ
っ

て
き
た
方

に
依

頼
す

る
事

も
考
え

ら
れ
ま

す
。

 

 
(
２
)
相
談
内
容
の
記
録
と
活
用
 

市
民
か
ら
受
け
た
相
談
内
容
は
、
公
民
館
に
と
っ
て
重
要
な
資
料
で
す
。
現
在
抱
え
て
い
る

地
域
課
題
の
ほ
か
、
市
民
が
ど
の
よ
う
な
事
柄
に
悩
ん
で
い

る
の
か
把
握
で
き
、
今
後
の
事
業
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の
検
討
に
も
活
か
す

こ
と
が
で

き
ま

す
。
ま

た
同
様

の
相
談

を
受

け
た

時
に

、
そ

の
時
の

対
応

を
参
考
に
し
、
助
言

す
る
事
が

で
き

ま
す

。
 

・
通
常
業
務
時

、
講

座
や

イ
ベ
ン

ト
の

中
で

利
用

者
と
話

し
た

際
に

も
相

談
と

思
わ
れ

る
内

容
が
あ
っ

た
場
合

は
記

録
し

、
保

管
し
て

お
く

こ
と

が
必

要
と
考

え
ま

す
。

 

・
相
談
内
容
は
所

定
の

様
式
を
作
成

し
、
そ
の

様
式

に
記
入

し
、
集
計

し
、
活

用
で

き
る

よ

う
求
め
ま

す
。
 

  
以

上
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福
生

市
公

民
館

運
営

審
議

会
委

員
名

簿
（

任
期

：
平

成
23

、
24

年
度

）
 

 
委

員
長

 
髙

﨑
 
賢

啓
 
 

○印
 

副
委
員
長

 
林

 
美
幸

 
 
 

○印
 

 
小

野
寺
 

萬
次
 

○印
 

 
小

山
 
信

一
 
 

○印
 

 
髙

水
 
清

安
 
 

○印
 

 
髙

山
 
浩

之
 
 

○印
 

 
林

 
幸
子

 
 
 

○印
 

 
降

旗
 
信

一
 
 

○印
 

 
前

田
 
政

一
 
 

○印
 

 
八

木
 
五

郎
 
 

○印
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福
生
市

公
民
館

運
営

審
議
会

 
答

申
策
定

活
動

記
録

 
 

日
 
 
 
時

 
内

 
 
 
容

 
平
成

23
年

6
月

8
日
（
水
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例

会
 

・
諮

問
「

公
民

館
の

情
報

提
供

の
在
り

方
に

つ
い

て
」

を
受

け
る
 

７
月

13
日
（
水
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例

会
 

・
答

申
作

成
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
の

確
認
 

・
作
成
方
法
の
検
討
 

8
月

10
日
（
水
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例

会
 

・
中

間
答

申
の

内
容

に
つ

い
て

討
議
 

・
部

会
立

ち
上

げ
 

9
月

14
日
（
水
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例

会
 

・
部

会
進

捗
報

告
及

び
中

間
答

申
に
つ

い
て

討
議
 

1
0
月

12
日
（
水
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例

会
 

・
部

会
進

捗
報

告
及

び
中

間
答

申
に
つ

い
て

討
議
 

1
1
月

9
日
（
水
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例

会
 

・
第

1
回

管
外

研
修

に
つ

い
て

 

・
部

会
進

捗
報

告
及

び
中

間
答

申
に
つ

い
て

討
議
 

1
2
月

14
日
（
水
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例

会
 

・
管

外
研

修
に

つ
い

て
 

・
部

会
進

捗
報

告
及

び
中

間
答

申
に
つ

い
て

討
議
 

平
成

24
年
１
月

1
1
日
（

水
）

 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例

会
 

・
第

1
回

管
外

研
修

に
つ

い
て

 

・
部

会
進

捗
報

告
及

び
中

間
答

申
(案

)
に
つ

い
て

討
議
 

１
月

18
日
（
水
）
 

午
後

2
時

00
分
～
 

第
1
回
管
外
研
修
 

場
所

：
小

金
井

市
公

民
館

緑
分

館
 

参
加
：
公
運
審

5
名
、
公
民
館
職
員

2
名
 

2
月

8
日
（
水
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例

会
 

・
第

1
回

管
外

研
修

に
つ

い
て

 

・
部

会
進

捗
報

告
 

・
中

間
答

申
(
案

)修
正
作

業
 

3
月

14
日
（
水
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例

会
 

・
中

間
答

申
提

出
 

・
今
後
の
予
定
確
認
 

・
部

会
進

捗
報

告
 

4
月

12
日
（
木
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例

会
 

・
第

2
回

管
外

研
修

に
つ

い
て

 

・
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

に
つ

い
て

検
討
 

・
部

会
進

捗
報

告
及

び
最

終
答

申
に
つ

い
て

討
議
 

5
月

10
日
（
木
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例

会
 

・
第

2
回

管
外

研
修

に
つ

い
て

 

・
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

、
聞

き
取

り
調
査

に
つ

い
て

検
討
 



第４章　公民館運営審議会　答申「公民館の情報提供の在り方について」

162

 

16
 

６
月

20
日
（

水
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例
会
 

・
第

2
回
管
外
研
修
に
つ
い
て
 

・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
聞
き
取
り
調
査
に
つ
い
て
 

6
月

27
日
（

水
）
 

午
前

10
時

0
0
分
～
 

第
2
回
管
外
研
修
 

場
所
：
国
立
市
公
民
館
 

参
加
：
公
運
審
委
員

3
名
、
公
民

館
長
、
公
民
館
職
員

2
名
 

7
月

6
日

（
金

）
 

午
後

7
時

00
分
～
 

ア
ン
ケ
ー
ト
集
計
作
業
 

場
所
：
福
生
市
輝
き
市
民
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
 

7
月

14
日
（

土
）
 

午
後

2
時

00
分
～
 

ア
ン
ケ
ー
ト
集
計
作
業
 

場
所
：
福
生
市
輝
き
市
民
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
 

7
月

18
日
（

水
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例
会
 

・
第

2
回
管
外
研
修
に
つ
い
て
 

・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
集
計
結
果
報
告
 

・
部
会
進
捗
報
告
 

・
最
終
答
申
文
案
作
成
に
向
け
た
今
後
の
進
め
方
の
確
認
 

8
月

15
日
（

水
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例
会
 

・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
集
計
結
果
の
分
析
 

・
部
会
進
捗
報
告
及
び
最
終
答
申
文
(
案
)に

つ
い
て
討
議
 

9
月

19
日
（

水
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例
会
 

・
利
用
者
連
絡
会
、
交
流
会
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
報
告
に
つ
い
て
 

・
部
会
進
捗
報
告
及
び
最
終
答
申
文
(
案
)修

正
作
業
 

1
0
月

17
日
（

水
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例
会
 

・
最
終
答
申
文
(案

)
修
正
作
業
 

1
0
月

24
日
（

水
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

最
終
答
申
文
(
案
)最

終
修
正
部
会
 

・
最
終
答
申
文
(案

)
修
正
作
業
 

1
1
月

21
日
（

水
）
 

午
後

7
時

30
分
～
 

定
例
会
 

・
最
終
答
申
提
出
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A
グ
ル
ー
プ
取
り
組
み
経
過

 

 

 
日
 
 
 
時
 

場
 
 
所
 

内
 
 
 
容
 

1
 

平
成

2
3
年
 

8
月

2
4
日

（
水
）
 

1
9
：

0
0～

2
1：

00
 

公
民

館
本

館
第

１
集

会
室
 

・
中

間
答

申
に

向
け

て
の

作
業

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

・
主

に
現

状
に

つ
い

て
の

意
見

交
換
 

2
 

9
月

2
7
日

（
火
）
 

1
9
：

0
0～

2
1：

00
 

公
民
館
本
館
第
１
集
会
室
 

・
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
 

・
中
間
答
申
(案

)
作
成
の
た
め
に
必
要
な
質
問
事
項
 

3
 

1
0
月

1
8
日
（

火
）
 

1
9
：

0
0～

2
1：

00
 

公
民
館
本
館
第
１
集
会
室
 

・
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
 

・
中
間
答
申
(案

)
作
成
の
た
め
に
必
要
な
質
問
事
項
 

4
 

1
1
月

1
1
日
（

金
）
 

1
9
：

0
0～

2
0：

00
 

公
民

館
本

館
第

１
集

会
室
 

・
今

後
の

検
討

課
題

に
つ

い
て

 

・
大

、
中

、
小

項
目

の
検

討
 

5
 

1
2
月
 
1
日
（

木
）

 

1
9
：

0
0～

2
1：

30
 

公
民

館
本

館
第

１
集

会
室
 

・
中

間
答

申
(
案

)の
骨
子
 

・
今
後
の
日
程
 

6
 

1
2
月

2
0
日
（

火
）
 

1
9
：

0
0～

2
1：

00
 

公
民

館
本

館
第

１
集

会
室
 

・
中

間
答

申
(
案

)の
検
討
 

・
今
後
の
日
程
 

7
 

平
成

2
4
年
 

1
月

2
5
日

（
水
）
 

1
9
:
30
～
2
1
:0
0 

公
民

館
本

館
第

１
集

会
室
 

・
中

間
答

申
(
案

)の
検
討
 

・
今
後
の
日
程
 

8
 

4
月

1
0
日

（
火
）
 

1
9
:
30
～
2
1
:0
0 

公
民

館
本

館
第

１
集

会
室
 

・
利

用
者

連
絡

会
、

交
流

会
へ

の
ア
ン

ケ
ー

ト
、
 

聞
き
取
り
調
査
に
つ
い
て
 

9
 

5
月

1
6
日

（
水
）
 

1
9
：

0
0～

2
1：

00
 

公
民
館
本
館
第
１
集
会
室
 

・
最
終
答
申
(案

)
作
成
に
向
け
た
方
向
性
に
つ
い
て
 

・
重

要
な

項
目

の
絞

り
込

み
 

1
0
 

6
月

1
4
日

（
木
）
 

1
9
：

1
5～

2
1：

15
 

公
民

館
本

館
第

１
集

会
室
 

・
重

要
な

項
目

の
絞

り
込

み
 

1
1
 

6
月

2
6
日

（
火
）
 

1
9
：

1
5～

2
1：

15
 

公
民

館
本

館
第

8
集

会
室
 

・
重

要
な

項
目

の
絞

り
込

み
 

1
2
 

7
月

1
0
日

（
火
）
 

1
9
：

1
5～

2
1：

15
 

公
民

館
本

館
第

１
集

会
室
 

・
最

終
答

申
(
案

)作
成
に

向
け

た
最
終

の
詰

め
 

1
3
 

7
月

2
7
日

（
金
）
 

1
9
：

1
0～

2
1：

00
 

公
民

館
本

館
美

術
室
 

・
最

終
答

申
(
案

)の
構
成
 

・
最

終
答

申
(
案

)作
成
に

向
け

た
最
終

の
詰

め
 

1
4
 

8
月
 

8
日
（

水
）

 

1
9
：

1
0～

2
1：

15
 

公
民

館
本

館
第

１
集

会
室
 

・
最

終
答

申
(
案

)の
読
み

合
わ

せ
 

・
今
後
の
日
程
 

1
5
 

8
月

3
0
日

（
木
）
 

1
9
：

1
0～

2
1：

30
 

公
民

館
本

館
第

１
集

会
室
 

・
最

終
答

申
(
案

)文
章
の

文
言

の
最
終

検
討
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Ｂ
グ
ル
ー
プ
取
り
組
み
経
過

 

 
日

 
 
 
時

 
場
 
 
所

 
内
 
 
 
容

 
1
 

平
成

2
3
年
 

8
月

2
6
日

(金
）
 

1
9
:
30
～
2
1：

3
0 

公
民
館
本
館
美
術
室
 

 

・
中
間
答
申
に
向
け
て
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
 

・
答
申
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
 

2
 

9
月

2
9
日

(木
）
 

1
9
：
3
0～

2
1：

45
 

公
民
館
本
館
第

8
集
会
室
 

 

・
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
 

・
管
外
研
修
・
ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て
 

3
 

1
0
月

2
5
日

(火
）
 

1
9
：
3
0～

2
1：

45
 

公
民
館
本
館
第

8
集
会
室
 

 

・
中
間
答
申
(
案
)の

構
成
に
つ
い
て
 

・
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
 

4
 

1
1
月

3
0
日

(水
）
 

1
9
：
3
0～

2
1：

50
 

公
民
館
本
館
第
１
集
会
室
 

・
中
間
答
申
(
案
)の

項
目
確
認
 

・
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
 

5
 

1
2
月

2
2
日

(木
）
 

1
9
：
3
0～

2
1：

55
 

公
民
館
本
館
第
１
集
会
室
 

・
中
間
答
申
(
案
)の

検
討
 

6
 

平
成

2
4
年
 

1
月

2
7
日

(水
）
 

1
9
：
3
0～

2
1：

55
 

公
民
館
本
館
第
２
集
会
室
 

・
中
間
答
申
(
案
)の

検
討
 

・
管
外
研
修
報
告
 

7
 

2
月

1
5
日

(水
）
 

1
9
：
3
0～

2
1：

55
 

公
民
館
本
館
第

8
集
会
室
 

 

・
中
間
答
申
(
案
)の

検
討
 

・
管
外
研
修
に
つ
い
て
 

8
 

3
月

8
日
(
木
）
 

1
9
：
3
0～

2
1：

40
 

 

輝
き
市
民
サ
ポ
ー
ト
 

セ
ン
タ
ー
 

・
利
用
者
連
絡
会
、
交
流
会
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
、

聞
き
取
り
調
査
に
つ
い
て
 

・
最
終
答
申
に
向
け
て
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
 

9
 

3
月

2
7
日

(火
）
 

1
9
：
3
0～

2
1：

40
 

輝
き
市
民
サ
ポ
ー
ト
 

セ
ン
タ
ー
 

・
利
用
者
連
絡
会
、
交
流
会
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
、

聞
き
取
り
調
査
に
つ
い
て
 

・
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
 

1
0
 

4
月

2
0
日

(金
）
 

1
9
：
3
0～

2
1：

40
 

輝
き
市
民
サ
ポ
ー
ト
 

セ
ン
タ
ー
 

・
利
用
者
連
絡
会
、
交
流
会
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
、

聞
き
取
り
調
査
に
つ
い
て
 

1
1
 

7
月

3
1
日

(火
）
 

1
9
：
0
0～

2
2：

00
 

公
民
館
本
館
第

8
集
会
室
 

 

・
最
終
答
申
(
案
)の

項
目
に
つ
い
て
 

・
公
民
館
条
例
に
つ
い
て
 

1
2
 

8
月

1
3
日

(月
）
 

1
9
：
0
0～

2
1：

30
 

ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
福
生
店
 

・
最
終
答
申
(
案
)の

構
成
 

1
3
 

8
月

2
8
日

(火
）
 

1
9
：
0
0～

2
1：

50
 

公
民
館
本
館
第

8
集
会
室
 

 

・
最
終
答
申
(
案
)の

検
討
 

1
4
 

9
月

1
1
日

(火
）
 

1
9
：
0
0～

2
1：

30
 

公
民
館
本
館
第

8
集
会
室
 

 

・
最
終
答
申
(
案
の
最
終
検
討
 

 

 

19
 

            

資
料
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資
料

1 
公
民
館
の
情
報

提
供
の
在
り
方
に
つ

い
て
（
諮
問
）

 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 福
教

公
発

３
１

号
 

平
成

23
年
６
月
８
日

 
 
福
生
市
公
民
館
運
営
審
議
会

 
委

員
長
 
髙
 
﨑
 
賢
 
啓
 
様

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
生
市
公
民
館

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
館
長
 
髙
 
橋
 
清
 
樹
 
 
 

 
  

公
民
館
の
情
報
提
供
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
諮
問
）

 
   
平
素
よ
り
公
民
館
運
営

に
つ
き
ま
し
て
は
御
指
導
御
鞭
撻
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

 
 
さ
て
、
福
生
市
の
公
民

館
は
、
本
館
が
昭
和

52
年
６
月
、
松
林
分
館
が
昭
和

54
年
６
月
、
白
梅
分
館
が

昭
和

55
年
５

月
に

開
館

し
、
全
館
と
も

30
数
余
年
を
経
過
し
ま
し
た

。
こ
の
間
、
生
涯
学
習
の
拠
点
と
し

て
市
民
が
学
ぶ
中
心
的
な

施
設
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。

 
 

し
か
し

、
開
館

当
初

か
ら
年

数
が
経

過
す
る

中
、

社
会
的

環
境
の

変
化
と

し
て

情
報
媒

体
が
増

え
、
そ

の

活
用
や
機
能
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
市
民
、
サ
ー

ク
ル
間
の
交
流
を
深
め
る
た
め
に
も
、

市
民
や
機

関
・
団

体
と

の
協
働

や
あ
ら

た
な
利

用
の

推
進
、

事
業
の

理
解
や

Ｐ
Ｒ

を
高
め

る
た
め

に
も
情

報

提
供
の
在
り
方
が
重
要
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

 
 

つ
き
ま

し
て
は

、
公

民
館
の

更
な
る

利
用
の

推
進

、
機
能

の
充
実

を
目
指

す
た

め
に
次

の
事
項

に
つ
い

て

御
意
見
を
賜
り
た
く
諮
問
い
た
し
ま
す
。

 
  
１
 
諮
問
内
容

 
公
民
館
の
情
報
提
供
の
在
り
方
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
（
１

）
公

民
館

利
用
の
案
内

 
 
 
 
 
 
 
 
・
施
設

の
利
用
案
内
、
主
催
事
業
の
Ｐ
Ｒ
、
援
助
事
業
の
Ｐ
Ｒ
、
サ
ー
ク
ル
情
報

 
（
２
）
情
報
提
供
の
媒
体
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
広
報
ふ
っ
さ
、
教
育
広
報
「
福
生
の
教
育
」、

館
報
「
公
民
館
ふ
っ
さ
」
、
各
館
だ
よ
り
、 

市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
チ
ラ
シ
ほ

か
 

 
 
 
 
（
３

）
施

設
予

約
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
 
・
「
施
設
の
空
き
状
況
照
会
･予

約
」
に
つ
い
て
窓
口
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
情
報
提
供

 
 
 
 
 
（
４

）
窓

口
で

の
情
報
提
供

 
 
 
 
 
 
 
 
・
学
習

相
談
（
相
談
・
問
合
せ
の
窓
口
）

 
 
２
 
答
申
の
時
期

 
 
 
 
 
平
成

24
年

11
月

 
 
 
 
 
た
だ

し
、

平
成

24
年
３
月
ま
で
に
中
間
答
申
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

 

 

22
 

資
料

2 
答
申
作
成
の
た

め
の

ア
ン

ケ
ー

ト
集

計
結
果

 
 答

申
作

成
の

た
め

の
ア

ン
ケ

ー
ト

集
計

結
果

(回
答

8
7
団

体
）

 
 問

１
 

毎
月

1
日
に
開

催
さ
れ

る
部
屋

予
約

の
た

め
の

抽
選
会

に
つ

い
て

お
答

え
下
さ

い
。

 

1
.
毎
月
参
加
し
て
い
る

 
62

団
体

(
7
1.
3
％

）
 

 
 
 

 
 

 
 

2
.
参
加
し
て
い
な
い
 

 
25

団
体

(
2
8.
7
％

）
 

         問
1
-
1
 

抽
選

会
に
参
加

し
て

い
な
い

理
由

を
お

答
え

下
さ

い
。

 

1
.
定
期
的
な
活
動
を
行

っ
て
い

な
い

た
め

抽
選
が

必
要
な
い

 
1
0
団
体

(
6
6
.7
％

）
 

2
.
参
加
し
た
い
が
出
来

な
い
理

由
が

あ
る

 
 
 

 
 
 
 

 
 
5
団
体

(
3
3
.3
％

）
 

           問
1
-
2
 

参
加
し
た
い
が

で
き
な

い
理

由
を

お
答

え
下
さ

い
。
ま
た

ど
う

い
う

方
法
な

ら
参

加
出

来
ま

す
か

。
 

理
由
 

・
仕
事
の
都
合
で
す
。
 

・
平
日
仕
事
の
た
め
出
席
で
き

ま
せ

ん
。
 

・
毎
月
出
ら
れ
な
い
の
で

(仕
事

の
関
係

）
空
い

て
い
る
部

屋
を

利
用

し
て
い

ま
す
。
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・
予
約
時
に
都
合
が
つ
か
な
い
。
 

・
1
日
に
来
な
い
で
空
い
て
い
る
部
屋
を
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
 

・
空
い
て
い
る
所
を
申
込
み
し
て
い
る
。
 

・
抽
選
会
に
参
加
し
な
く
て
も
希
望
の
部
屋
が
取
れ
て
い
る
。
 

・
定
期
的
な
活
動
だ
が
月

2
回
で
あ
り
空
い
て
い
る
集
会
室
を
使
用
す
る
の
で
参
加
し
な
い
。
 

・
月
曜
日
に
活
動
し
て
い
る
た
め
。
 

・
抽
選
会
が
終
わ
っ
た
後
の
空
部
屋
を
利
用
。
 

・
空
い
て
い
る
場
所
が
使
用
で
き
た
ら
そ
れ
で
良
い
。
 

・
あ
い
て
い
る
日
を
選
ぶ
た
め
。
 

・
現
在
の
と
こ
ろ
抽
選
会
後
に
空
い
て
い
る
部
屋
を
申
し
込
む
こ
と
で
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
て
 

い
る
。
 

 ど
う
い

う
方
法

な
ら

参
加
で
き
ま
す

か
。
 

・
月
１
回
目
の
サ
ー
ク

ル
で
予
約
し
て
い
ま
す
。
 

・
抽
選
会
に
参
加
し
な

く
と
も
、
後
日
部
屋
予
約
が
可
能
な
た
め
。
 

・
サ
ー
ク
ル
内
の
調
整

を
密
に
し
、
館
の
方
針
に
前
向
き
に
従
う
。
 

・
月
曜
日
に
公
民
館
が

開
館
し
て
く
れ
れ
ば
。
 

 問
2
 
部

屋
の
予
約

期
間

に
つ
い

て
お

答
え
下
さ

い
。

 

1
.
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
(
利
用
し
た
い
月
の
前
月

1
日
か
ら
予
約
可
能
）
7
6
団
体
(
87
.
4
％
）
 

2
.
も
っ
と
早
く
予
約
を
行
い
た
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
団
体
(
1
0.
3
％
）
 

無
回

答
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
団
体
(
2
.3
％
)
 

          問
2
-
1
 
予

約
を
行

い
た
い
時
期

と
そ

の
理
由
を

お
答
え
下

さ
い
。

 

・
2
～
3
か
月
前
。
毎
週
決

ま
っ
た
時
間
を
借
り
て
い
る

の
で
そ
の
予
約
で
き
る
ス
パ

ン
が
長
い
程
、

ま
と
め
て
と
れ
て
助
か
り
ま
す
。
小
さ
い
子
が
い
る
の
で
予
約
の

ふ
た
ん
が
少
し
で
も
へ
れ
ば
・
・
・
。 

・
2
か
月
前
。
定
期
的
に
公
民
館
を
利
用
し
て
い
る
サ
ー
ク
ル
に
優
先
権
を
。
特
に
講
座
を
開
催
す
る

時
、
現
状
で
は
部
屋
が
確
保
出
来
る
か
不
安
。
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・
3
か
月
前
。
サ
ー
ク

ル
と
し

て
中

期
的

な
活
動

計
画
が
立

て
や

す
い

。
現
状

は
抽
選
な

ど
行

わ
れ

て

お
ら
ず
、
サ
ー
ク
ル

毎
に
活
動

日
が

固
定

さ
れ
て

お
り
、
毎

月
調

整
す

る
必
要

を
感
じ
な

い
。
 

・
3
か
月
前
。
部
屋

が
決
ま
っ

て
い

な
い

と
広
報

活
動
が
出

来
づ

ら
い

た
め
。
 

・
2
か
月
前
。
早
く

予
定
を
作

り
た

い
。
 

・
2
か
月
前
。
予
定

が
た
て
や

す
く

な
る

た
め
。
 

・
6
か
月
前
。
1
年

2
回

で
担

当
者

も
2
名

で
済

む
。
 

・
3
か
月
前
。
3
か
月

前
位
の

ほ
う

が
予

定
が
立

て
や
す
い

。
 

・
3
か
月
前
。
１
か
月

ご
と
に

朝
９

時
に

公
民
館

に
来
る
こ

と
が

大
変

。
３
人

で
交
替
だ

け
ど

少
々

重

荷
で
す
。
サ
ー
ク

ル
ご

と
に
取

る
部

屋
は

大
体
決

ま
っ
て
い

る
し

、
そ
の

日
に
空

い
て
い

る
所

も
あ

る
の
で
１
か
月
ご
と

予
約
し
な

く
て

も
良

い
の
で

は
？

  

・
3
か
月
前
。
会
場

が
と
れ
な

か
っ

た
場

合
の
対

応
時
間
が

ほ
し

い
。
 

 問
3
 

当
日
に
予
約

を
と

っ
て
部
屋

を
利

用
す

る
こ

と
に
つ

い
て

お
答

え
下

さ
い
。

 

1
.
当
日
予
約
が
可
能

で
も
利
用

の
必

要
を

感
じ
な

い
 

41
団

体
(
4
7.
1
％

）
 

2
.
当
日
予
約
が
可
能

な
ら
利
用

し
た

い
 
 

 
 

 
 

30
団

体
(
3
4.
5
％

）
 

無
効
・
無
回
答
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

16
団

体
(
1
8.
4
％

) 

          問
3
-
1
 

当
日
に
利
用

し
た

い
理
由

を
お

答
え

下
さ

い
。

 

・
定
例
会
以
外
で
も
緊

急
に
話

し
合

い
を

持
ち
た

い
時
が
あ

る
。
 

・
急
に
活
動
日
を
変
更

し
た
い

場
合

に
当

日
予
約

で
き
る
と

良
い

。
 

・
利
用
す
る
か
わ
か
ら

な
い
が

、
利

用
す

る
時
、

部
屋
が
空

い
て

い
れ

ば
良
い

と
思
う
。

 

・
取
り
忘
れ
が
あ
る
場
合
も
あ
る
し
、
何
ら
か
の
事
情
で
予
定
が
変
更
に
な
る
時
も
あ
る
か
ら
。
 

・
急
に
打
合
せ
等
が
あ

っ
た
時

利
用

し
た

い
。
 

・
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
時

部
屋
利

用
を

し
た

い
時
、

利
用
で
き

る
と

便
利

で
あ
る

た
め
。
 

・
急
な
予
定
が
入
っ
た

時
。
 

・
急
に
集
ま
り
が
決
ま

っ
た
時

に
便

利
な

の
で
。
 

・
事
前
予
約
以
外
で
活

動
し
た

い
場

合
も

あ
る
の

で
空
い
て

い
る

場
合

は
利
用

し
た
い
。

 

・
急
に
会
合
な
ど
必
要

な
時
が

あ
る

。
空

室
が
あ

る
の
に
利

用
で

き
な

い
の
は

疑
問
。
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・
緊
急
事
態
対
応
の
た
め
。
 

・
急
に
利
用
し
た
い
こ
と
が
で
き
た
時
。
 

・
急
に
利
用
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
 

・
急
な
変
更
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
。
 

・
部
屋
が
空
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
必
要
な
活
動
が
急
に
出
来
た
時
に
使
い
た
い
た
め
。
 

・
緊
急
に
役
員
を
集
め
て
相
談
し
た
い
時
。
朝
、
部
屋
の
予
約
を

取
り

、
午
後

以
降
に
利

用
で

き
る

。
 

・
補
修
練
習
を
入
れ
た
い
。
 

・
急
に
用
事
が
出
来
て
(
前
回
予
約
し
て
い
た
日
が
都
合
が
悪
く
な
っ

た
り
し
た
時
）
当
日
予
約
出
来

た
ら
と
思
い
ま
し
た
。
 

・
ま
れ
で
す
が
、
予
約
を
失
念
す
る
こ
と
が
あ
る
。
 

・
定
例
会
の
日
時
を
何
か

の
理
由
で
中
止
し
た
場
合
、
次
の
予
約
が
当
日
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

る
。
急
に
話
し
合
い
を
持
ち
た
い
こ
と
が
生
じ
た
時
。
 

・
急
な
集
り
を
し
た
い
時

、
空
い
て
い
た
ら
利
用
で
き
る
と
便
利
だ
と
思
う
。
空
い
て
い
る
の
に
貸
さ

な
い
の
が
不
思
議
な
感
じ
が
し
た
。
 

・
当
日
部
屋
が
空
い
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
使
用
で
き
な
い
理
由
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
 

・
前
も
っ
て
予
約
す
る
よ
り
手
間
が
は
ぶ
け
る
。
 

・
頻
度
は
少
な
い
が
、
演
奏
会
前
な
ど
、
急
き
ょ
練
習
し
た
い
時
も
あ
る
た
め
。
 

・
人
数
に
よ
っ
て
会
場
変
更
で
き
る
の
で
い
い
と
思
う
。
 

・
空
い
て
い
る
な
ら
部
屋

を
利
用
さ
せ
て
も
良
い
の
で
は
と
思
う
。
急
な
会
合
等
が
発
生
し
た
時
に
便

利
で
あ
る
か
ら
。
 

・
部
屋
が
あ
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
必
要
に
応
じ
て
利
用
し
て
も
よ
い
と
思
う
。
 

・
緊
急
に
会
合
の
必
要
な
場
合
が
あ
る
。
 

・
空
き
が
あ
れ
ば
、
急
に

使
用
し
た
い
事
も
あ
る
。
当
日
キ
ャ
ン
セ
ル
が
で
た
場
合
、
よ
り
適
当
な
部

屋
に
移
り
た
い
事
も
あ
る
。
 

 問
4
 
予

約
時
間
の

区
分

に
つ
い
て

お
答
え
下
さ

い
。

 

1
.
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
(
午
前
・
午
後
・
夜
間
の
区
分
）
 
7
3
団
体
(
8
3
.
9％

）
 

2
.
見
直
し
て
ほ
し
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
団
体

(1
0
.
3
％
）
 

無
効
・
無
回
答
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
団
体
(5
.
7
％
）
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問
4
-
1
 

見
直
し
て
ほ
し

い
時

間
区

分
に

つ
い
て

お
答

え
下

さ
い
。

 

・
話
し
合
い
の
時
間
が
長
引
く

時
が

あ
り

、
延
長

が
出
来
る

と
助

か
る

の
で
。

1
時
間
単

位
。
 

・
1
時
間
単
位
が
良
い

。
 

・
午
後
の
時
間
が
長
い
。
午
後

を
2
部
制

に
し
て

ほ
し
い
。

特
に

保
育

室
。
 

・
必
要
な
時
間
帯
で
か
り

た
い

。
(
例

え
ば
午

前
1
0
時

～
午

後
2
時
と

い
っ
た

、
本

当
に

使
用

し
た

い

時
間
）
 

・
午
前
の
み
で
は
足
り

ず
午
後

ま
で

借
り

た
も
の

の
午
後
の

時
間

帯
全

て
が
必

要
で
な
い

 

場
合
な
ど
無
駄
が
あ

る
と
思
い

ま
す

。
1
時

間
単

位
で
の
利

用
が

良
い

と
思
い

ま
す
。
 

・
午
後
の
使
用
時
間

1
時
～
5
時

迄
使
用

さ
せ
て

ほ
し
い
。

 

・
２
時
間
単
位
で
使
用

で
き
る

と
良

い
。

無
駄
な

空
室
時
間

を
は

ぶ
け

る
と
思

う
。

(現
在

の
３
区

分

で
は
起
き
て
い
る
）
 

 問
5
 

部
屋
の
予

約
方
法

に
つ

い
て

お
答

え
下
さ

い
。

 

1
.
 現

状
の
ま
ま
が
よ
い

(
窓

口
で

の
直

接
予

約
）
 

5
9
団
体

 

・
部
屋
の
空
き
が
す
ぐ
わ

か
る

。
予

約
で
き

な
い

時
は

次
の

対
応

が
す

ぐ
出
来

る
。
予
約

し
な

が
ら

コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

と
れ
る

。
 

・
重
複
し
た
時
、
話
し
合
い

で
決

め
ら

れ
る

の
で
。
問

２
－
１

が
実

行
さ

れ
れ
ば

少
な
く
な

る
と

思
う

。
 

・
同
じ
条
件
で
部
屋
予
約

す
る

事
が

望
ま

し
い

。
福
生

市
は

市
面

積
が

広
く
な

く
、
平
坦

で
予

約
会

場

に
行
く
に
も
交
通
が
便

利
で
あ

り
、

不
都

合
を
感

じ
な
い
た

め
。
 

・
現
状
で
問
題
が
な
い
。
 

・
他
サ
ー
ク
ル
と
ダ
ブ
っ

た
時

す
ぐ

に
調

整
が
出

来
る

。
す

ぐ
に

予
約

結
果
が

分
か
る
。
他

市
の

状
況

で
経
費
節
減
も
業
務

軽
減
も
で

き
な

い
な

ら
電
子

化
し
て
も

意
味

が
な

い
と
思

い
ま
す
。

 

・
月
に

1
回
の
予
約
日

他
の
サ

ー
ク

ル
の

方
と
会

う
機
会
が

で
き

、
ど
ん

な
活
動

を
さ
れ

て
い

る
の

か

聞
く
こ
と
も
で
き
る

の
で
現
状

の
ま

ま
で

良
い
と

思
い
ま
す

。
 

・
職
員
と
の
対
面
、
会
話

の
中

に
多

く
の

情
報
が

得
ら
れ
、
活

動
に
生

か
さ
れ

る
。
直
接

的
対

話
に

よ

り
意
志
の
疎
通
が
は

か
れ
る
。

 

・
そ
の
場
で
わ
か
る
。
 

・
電
子
予
約
を
し
申
込
だ

け
は

し
て

そ
の

日
に
利

用
し
な
い

サ
ー

ク
ル

が
出
来

る
と
い
う

話
を

聞
い

た

こ
と
が
あ
る
。
サ
ー
ク

ル
の
日

程
が

い
ろ

い
ろ
と

変
わ
っ
て

い
く

よ
う

な
気
が

す
る

。
同

じ
曜

日
に

練
習
し
た
い
。
 

・
人
間
関
係
が
薄
れ
る
中
、
館
の

職
員

、
他

グ
ル
ー

プ
の
方
達

と
の

顔
合

せ
等
が

時
に
は
必

要
で

は
！

！
 

・
現
状
で
不
都
合
は
な
い

が
、
電

子
予

約
と

の
併
用

で
よ
り

簡
単

に
予

約
で
き

る
方
法
が

で
き

れ
ば

い

い
。
そ
の
際
、
不
公

平
感
な
ど

が
な

い
様

に
で
き

れ
ば
い
い

が
な

か
な

か
難

し
い

か
も

・
・

・
・

。
 

・
電
子
予
約
が
出
来
な

い
の
で

。
 

・
他
の
会
館
の
予
約
方
法

は
ま

ず
抽

選
を

し
て
か

ら
と
か
、
と

て
も

面
倒

だ
と

聞
い

て
ま

す
。
白

梅
は

そ
う
い
う
こ
と
が
な
く

と
て
も

よ
い

方
法

だ
と
思

い
ま
す
の

で
現

状
の

ま
ま
に

し
て
お
い

て
頂

き

た
い
。
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・
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
不
安
で
す
(
交
替
に
取
り
に
来
る
の
で
）
そ
う
い

う
方
が
多
い
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
？
 

・
当
落
後
日
判
明
で
す
と
再
度
予
約
し
な
お
す
時
間
が
も
っ
た
い
な
い
。
 

・
た
だ
、
本
館
ま
つ
り
や
文
化
祭
な
ど
行
事
が
あ
る
と
使
い
た
い
部
屋
が
取
れ
な
か
っ
た
り
、
ほ
か
に

も
借
り
て
使
う
事
に
な
る
時
も
あ
る
の
で
。
 

・
あ
ま
り
時
間
が
か
か
り
す

ぎ
る
の
で
抽
選
方
法
の
や
り

方
を
考
え

て
欲
し
い
。
(
混

ん
で
い
る
場
所

は
ホ
ー
ル
の
み
の
よ
う
な
の
で
）
 

・
す
ぐ
に
確
認
が
で
き
る
。
 

・
そ
の
日
に
確
認
で
き
る
為

。
(
万
が
一
、
利
用
し
た
い

部
屋
が
取
れ
な
く
て
も
そ
の

場
で
他
の
部
屋

を
予
約
す
る
な
ど
の
対
応
が
で
き
る
の
で
) 

・
公
民
館
は
地
域
の
人
と

人
と
の
関
わ
り
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
人
が
人
を
と
お
し
て

部
屋
を
借
り
た
り
、
又
、
部
屋
借
り
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
る

こ
と
が
。
そ
の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
今
の
直
接
予
約
方
法
は
面
倒
な
こ
と
も
多
い
が
大
切
だ
と
思
う
。
公
民
館
の
職

員
と
の
直
接
的
な
関
わ
り
の
場
と
し
て
も
大
事
に
し
た
い
。
そ
れ
に
電
子
化
に
は
大
き
な
金
額
が
必

要
と
思
い
ま
す
。
高

齢
者
に
は
使
え
な
い
人
も
多
く
、
自
宅
に
な
い
場
合
は
、
結
局
出
か
け
て
い
か

な
い
と
な
り
ま
せ
ん
。
当
落
を
毎
月
数
日
間
も
待
つ
の
も
大
変
で

、
今
の
方
法
な
ら
そ
の
場
で
考
え
、

次
の
方
法
を
取
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
 

・
そ
の
場
で
結
果
が
分
か

り
、
万
が
一
取
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
他
の
部
屋
を
取
る
手
続
き
が
し
や
す

い
。
電
子
予
約
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
の
に
多
額
の
費
用
が
か
か

る
と
聞
い
た
。
部
屋
の
予
約
状
況

(
抽
選
結
果
）
が
分
か
る
の

に
数
日
か
か
る
の
は
、
次
の

予
定
が
立
て
に
く
い
。
た
と

え
一
時
で
も

他
サ
ー
ク
ル
と
顔
を
あ
わ
せ
、
多
少
の
言
葉
を
交
わ
す
機
会
が
あ
っ
て
も
良
い
と
思
う
。
 

・
他
の
利
用
者
の
顔
が
見

え
る
こ
と
で
交
流
が
で
き
、
必
要
に
応
じ
て
連
絡
な
ど
が
取
れ
て
良
い
。
事

務
局
の
方
に
は
お
手
数
で
す
が
、
是
非
現
状
を
維
持
し
て
頂
き
た
い
。
特
例
と
し
て
、
サ
ー
ク
ル
発

表
会
な
ど
に
使
用
の
利
便
性
を
高
め
る
配
慮
を
お
願
い
し
た
い
。
即
ち
、
発
表
会
に
供
す
る
場
合
は

１
年
先
の
予
約
が
可
能
な
ど
。
特
に
第
４
・
５
集
会
室
が
多
用
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
 

・
現
状
の
ま
ま
で
サ
ー
ク
ル
の
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
 

・
毎
月
１
日
に
取
る
方
法
の
ほ
う
が
、
忘
れ
る
こ
と
が
な
く
翌
月
の
予
定
が
た
て
や
す
い
。
 

・
パ
ソ
コ
ン
使
用
で
き
な
い
。
 

・
毎
月
当
番
で
出
て
く
る
の
は
大
変
だ
が
、
当
日
そ
の
場
で
す
ぐ
わ
か
る
の
で
安
心
で
き
る
｡ 

・
職
員
(
担
当
者
）
と
直
接

顔
を
合
わ
せ
る
事
に
意
義
が

あ
る
と
同
時
に
、
他
サ
ー
ク

ル
と
も
話
し
が

で
き
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
事
が
で
き
る
。
公
民
館
は
そ
う
い
っ
た
面
が
あ
る
と
思
う
。
 

・
特
に
不
便
を
感
じ
な
い

。
電
子
予
約
に
す
る
に
は
、
か
な
り
高
額
な
費
用
が
必
要
と
き
い
て
い
る
の

で
。
 

 2
.
電
子
予
約
が
よ
い
 
1
3
団
体
 

・
子
供
が
い
る
と
わ
ざ
わ

ざ
行
く
よ
り
、
時
間
の
あ
る
時
に
家
で
パ
ソ
コ
ン
か
ら
で
き
た
方
が
助
か
る

の
で
!
! 

・
予
約
取
り
が
楽
。
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・
土
・
日
曜
日
を
含
め
て
働
い

て
い

る
人

も
多
く

い
る
と
思

わ
れ

る
の

で
、
朝

か
ら

会
館

へ
出

向
く

の

は
む
づ
か
し
い
日
も

あ
る
。
 

・
仕
事
を
し
て
い
る
場

合
等

、
窓

口
に

行
っ

て
予
約

を
行
う
こ

と
が

困
難

な
た
め

。
電
子
予

約
で

な
く

、

電
話
で
の
予
約
が
出

来
る
の
で

あ
れ

ば
そ

ち
ら
で

も
よ
い
。

 

・
効
率
的
で
あ
る
と

思
い
ま
す

。
 

・
仕
事
を
持
っ
て
い

る
人
は
参

加
し

に
く

い
た
め

。
 

・
抽
選
会
の
時
間
に

行
か
な
く

て
も

良
い

と
便
利

だ
か
ら
。

 

・
仕
事
で
な
か
な
か
時
間
内
に

窓
口

に
出

向
く
こ

と
が
出
来

な
い

の
で

、
E
m
ai
l
、
W
e
b、

電
話

で
申

し

込
み
が
出
来
る
と
良

い
で
す
。

こ
の

方
法

で
あ
れ

ば
、
時
間

は
限

り
が

あ
っ
て

も
い
い
で

す
。
 

・
い
ち
い
ち
窓
口
ま

で
出
か
け

る
手

間
を

省
き
た

い
。
 

 3
.
ど
ち
ら
で
も
よ
い
 

9
団
体

 

・
毎
月

1
日
(
部
屋
取
り

日
）

は
窓

口
優

先
と
し

、
そ
れ
以

降
は

空
い

て
い
る

場
合
は
電

子
予

約
出

来

て
も
良
い
と
思
い
ま

す
。
 

・
窓
口
・
電
子
と
両

方
で
は
ど

う
か

？
 

・
仕
事
を
持
っ
て
い

る
と
予
約

を
取

る
た

め
に
来

館
す
る
こ

と
が

な
か

な
か

困
難

な
時

も
あ

る
か

ら
。
 

・
文
字
ど
お
り
「
ど

ち
ら
で
も

よ
い

」
。

現
状
で

充
分
よ
い

し
、

変
わ

っ
て

も
順

応
し

て
い

く
だ

け
。
 

・
両
方
の
良
い
点
を

生
か

し
た

い
と

思
う

。
高

齢
者

に
は

現
状

の
部

分
(
窓

口
で

の
予

約
）

の
機

会
を

残
す
。
(
職
員
が
申

込
者

に
替

っ
て

Ｐ
Ｃ

操
作

す
る

）
。

ま
た

若
年

層
に

は
Ｐ

Ｃ
作

業
で

も
可

能
と

思
わ
れ
る
。
た
だ
電
子

予
約
を

導
入

す
る

場
合
は

予
約
期
日

と
抽

選
・
当

落
の
結

果
が
毎

月
１

日
に

わ
か
る
よ
う
で
な

け
れ

ば
活

動
が

し
に

く
く

な
る

と
考

え
ら

れ
る

。
(
予

約
申

込
と

結
果

が
出

る
ま

で
に
タ
イ
ム
ラ
グ
が

大
き
く
な

る
の

で
は

と
心
配

）
 

 4
.
わ
か
ら
な
い
 

  
0
団
体
 

無
効
・
無
回
答
 
 
6
団
体
 

 問
６
 

サ
ー
ク
ル
活
動

や
運

営
に

関
し

て
相
談

し
た

い
事

が
あ

る
か
お

答
え

下
さ

い
。

 

1
.
な
い
 

73
団
体
(
8
3
.
9％

)
 

2
.
あ
る
 

14
団
体
(
1
6
.
1％

)
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問
6
-
1
 
誰

に
相
談

し
て

い
る
か
お

答
え
下
さ
い

。
(
複
数
回
答

可
)
 

1
.
公
民
館
職
員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
団
体
 

2
.
サ
ー
ク
ル
の
仲
間
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
団
体
 

3
.
そ
の
他
(陶

芸
利
用
者
連
絡
会
・
他
サ
ー
ク
ル
)
 
 3

団
体
 

4
.
誰
に
も
相
談
し
な
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
団
体
 

 
(
回
答

20
団
体
 
う

ち
複
数

1
1
団
体
)
 
  

 問
6
-
2
 
公

民
館
職

員
へ

の
相
談
に

つ
い
て
お
答

え
下
さ
い
(
複

数
回

答
可

)
。

 

1
.
相
談
し
た
い
場
所
は
ど
こ
で
す
か
 

①
窓
口
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
団
体
 
 
 

②
公
民
館
の
ロ
ビ
ー
 
 
 
 
 
9
団
体
 
 

③
相
談
用
の
部
屋
(個

室
）
 
 
７
団
体
 
 

 
（
回
答

3
0
団
体
 
う

ち
複
数

7
団
体
）
 
 
 

 2
.
相
談
し
た
い
時
間
は
い
つ
で
す
か
 

①
随
時
 
 
 
 
 
 
 
 
2
5
団
体
 
 

②
決
ま
っ
た
相
談
時
間
 
 
 
0
団
体
 

 
(
回
答
 
2
5
団
体
) 

 3
.
職
員
に
相
談
を
行
う
際
、
ど
う
い
っ
た
配
慮
を
求
め
ま
す
か
 

 
窓
口
希
望
団
体
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・
相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、
開
か
れ
な
い
所
で
相
談
し
た
い
時
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
 

  
公
民
館
の
ロ
ビ
ー
希
望
団
体
 

 
・
親
切
で
丁
寧
な
対
応
。
 

 
・
内
容
を
他
者
に
漏
ら
さ
な
い
。
 

 
・
守
秘
義
務
。
し
か
し
、
公
民
館
を
利
用
す
る
人
達
全
体
に
か
か
わ
る
こ
と
は
後
日
で
も
 

全
体
の
課
題
と
し
て
い
く
。
 

  
相
談
用
の
部
屋
(個

室
)希

望
団
体
 
 
  

 
・
前
向
き
な
回
答
を
。
 

 
・
T
P
O
を
考
え
て
対
応
し
て
も
ら
い
た
い
。
 

 
・
必
要
な
部
署
以
外
、
他
言
し
な
い
よ
う
求
め
る
。
 

 
・
守
秘
義
務
。
 

 
・
相
談
ご
と
に
対
し
て
熱
心
に
聞
い
て
く
れ
る
こ
と
。
解
答
は
な
く
て
も
共
に
考
え
て
 

く
れ
る
こ
と
。
 

 
・
相
談
内
容
に
も
よ

る
が
、
個
人
名
が
出
た
場
合
に
は
、
配
慮
を
お
願
い
し
た
い
。
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・
守
秘
義
務
。
し
か

し
、
公

民
館

を
利

用
す
る

人
達
全
体

に
か

か
わ

る
こ
と

は
後
日
で

も
 

全
体
の
課
題
と
し
て

い
く
。
 

 問
７
 
こ

れ
ま
で
に
団

体
が

主
催

す
る
事

業
(
発
表
会
・
学

習
会
・
イ

ベ
ン

ト
等

)
を
行

っ
た
こ

と
が

あ

る
か
お
答
え
下

さ
い

。
 

 １
.
は
い
 
 
 

47
団

体
（
5
4
.
0
％

）
 

２
.
い
い
え
 
 

31
団

体
（
3
5
.
6
％

）
 

無
効
・
無
回
答
 
9
団

体
（
1
0
.
3
％

）
 

          問
7
-
1
 

事
業
を
外

に
向

け
て

発
信
す

る
場

合
の

方
法

を
お
答

え
下

さ
い

(
複
数

回
答

可
)
。

 

(
回
答

5
0
団
体
 
う
ち

複
数

3
2
団

体
) 

広
報
誌
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
2
6
団
体

 
 
 

 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
ブ

ロ
グ
 
 

 
 

 
 
 
5
団
体
 

回
覧
板
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
3
団
体

 
 
 

 

口
コ
ミ
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
2
6
団
体
 

ポ
ス
タ
ー
・
チ
ラ
シ

・
パ
ン
フ

レ
ッ

ト
 
3
4
団
体
 

特
に
な
し
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
4
団
体

 
 
 

そ
の
他
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
7
団
体
 

(
交
流
会
、
プ
ロ
グ
ラ

ム
＝
文

化
祭

、
西

多
摩
新

聞
、
参
加

サ
ー

ク
ル

に
職
員

が
積
極
的

に
 

推
進
す
る
、
メ
ー
ル

、
講
師
の

お
誘

い
、

ダ
ン
ス

雑
誌

) 

 問
８
 

公
民

館
に

団
体
登
録

す
る

際
に

知
り

た
か
っ

た
情

報
を

お
答

え
下
さ

い
。

 

・
部
屋
の
抽
選
方
法

。
・
連
絡

会
・

交
流

会
。
だ

れ
で
も
な

ん
で

も
展

。
講
師

派
遣
援
助

事
業

。
 

公
運
審
。
 

・
公
民
館
の
つ
ど
い

。
 

・
部
屋
の
使
い
方
。

部
屋
の
抽

選
方

法
。
 

・
連
絡
会
・
交
流
会

。
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・
部
屋
の
抽
選
方
法
。
庁
用
バ
ス
の
利
用
案
内
。
 

・
団
体
登
録
す
る
際
、
職
員
は
連
絡
会
・
交
流
会
の
存
在
、
お
よ
び
会
合
へ
の
参
加
要
請
を
し
て
も
ら

い
た
い
。
 

・
代
表
者
・
指
導
者
・
責
任
者
の
役
割
の
違
い
に
つ
い
て
。
災
害
時
の
対
応
に
つ
い
て
。
 

・
公
民
館
に
登
録
で
き
る
団
体
の
条
件
。
 

・
決
ま
っ
た
時
に
使
え
る
か
ど
う
か
。
 

・
参
加
可
能
の
サ
ー
ク
ル
(実

施
内
容
・
費
用
・
男
性
女
性
の
会
員
・

参
加
の
注
意
・
参
加
方
法
)等

 

・
公
民
館
使
用
規
約
。
交
流
会
規
則
(
規
定
）
等
と
説
明
。
 

・
連
絡
会
・
交
流
会
。
 

・
部
屋
の
使
い
方
。
部
屋
の
抽
選
方
法
。
連
絡
会
・
交
流
会
の
運
営
方
法
。
 

・
引
き
つ
ぎ
な
の
で
問
題
な
い
と
思
い
ま
す
。
 

・
公
民
館
の
利
用
方
法
等
。
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
る
も
の
な
ど
。
 

・
部
屋
の
使
い
方
。
部
屋

の
抽
選
方
法
。
連
絡
会
・
交
流
会
全
て
。
特
に
連
絡
会
・
交
流
会
に
つ
い
て

は
欠
か
さ
ず
に
知
ら
せ
て
ほ
し
い
。
 

・
部
屋
の
使
い
方
、
部
屋
の
抽
選
方
法
。
連
絡
会
・
交
流
会
。
 

・
全
登
録
団
体
の
一
覧
表

。
個
人
情
報
の
点
か
ら
、
団
体
名
と
活
動
内
容
の
み
の
一
覧
表
で
も
構
い
ま

せ
ん
の
で
。
 

・
部
屋
の
予
約
の
方
法
。
 

・
利
用
方
法
。
(
部
屋
の
抽
選
方
法
・
連
絡
会
へ
の
参
加
）
 

・
部
屋
の
抽
選
方
法
。
連
絡
会
・
交
流
会
に
な
ぜ
出
席
し
な
く
て
は
い
け
な
い
か
。
つ
ど
い
、
各
館
の

ま
つ
り
、
だ
れ
で
も

な
ん
で
も
展
な
ど
、
な
ぜ
必
要
な
の
か
。
公

民
館
団
体
登
録
す
る
こ
と
の
意
味

と
そ
の
責
任
。
 

・
ず
い
分
以
前
に
最
初
の
団
体
登
録
を
し
て
い
て
、
そ
の
後
、
代
表
を
引
き
継
ぐ
と
、
簡
単
な
申
し
送

り
程
度
の
内
容
を
引
き
つ
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
“
き
ま
り
”
の

あ
る
も
の
は
、
代
表
が
変
わ
っ
た

時
に
、
正
確
な
情
報
が
伝
わ
る
方
が
良
い
と
思
う
。
 

・
公
民
館
講
座
(
ｳ
ｸﾚ
ﾚ
）
を
終
え
、
サ
ー
ク
ル
を
結
成
し
た
(
2
0
0
0
年

）
。
サ
ー
ク
ル
結
成
時
、
必
要

に
応
じ
て
連
絡
会
・
交
流
会
な
ど
に
参
加
し
た
の
で
活
動
方
法
な
ど
、
そ
の
な
か
で
知
り
得
た
。
大

分
以
前
の
こ
と
な
の
で
記
憶
は
薄
れ
て
い
ま
す
が
、
特
に
不
便
は
無
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
 

・
登
録
す
る
に
あ
た
り
、
担
当
者
は
減
免
の
意
味
を
し
っ
か
り
と
伝
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 

連
絡
会
・
交
流
会
等
の
行
事
に
不
参
加
の
団
体
は
利
用
す
る
団
体

と
し
て
、
姿
勢
が
欠
落
し
て
い
る

様
に
し
か
思
え
な
い
。
 

・
部
屋
の
使
い
方
と
時
間
の
く
ぎ
り
等
。
 

 問
９
 
活

動
を
し
て

い
る
中
で
必
要

な
情
報
を

お
答
え
下
さ

い
。

 

・
社
会
教
育
備
品
の
貸
出
し
。
講
師
派
遣
援
助
事
業
の
事
務
局
の
支
援
が
ど
の
程
度
か
。
 

・
大
小
ホ
ー
ル
借
上
料
援
助
事
業
・
講
師
派
遣
援
助
事
業
・
社
会
教
育
備
品
貸
出
し
。
 

・
近
隣
市
町
村
の
社
会
見
学
施
設
の
情
報
。
地
域
体
育
館
で
の
優
先
利
用
。
 

・
陶
芸
作
業
所
の
備
品
補
充
強
化
し
て
下
さ
い
。
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・
公
民
館
利
用
の
諸
注

意
。
 

・
大
小
ホ
ー
ル
借
上
料

援
助
事

業
、

講
師

派
遣
援

助
事
業
。

（
経

験
あ

り
）
 

・
同
じ
よ
う
な
活
動
を

行
っ
て

い
る

団
体

。
 

・
公
共
に
係
わ
る
行
事

の
Ｐ
Ｒ

に
関

し
て

は
、
コ
ピ

ー
機
や

印
刷

機
の

使
用
料

の
減
免
を

考
え

て
い

た

だ
き
た
い
。
 

・
社
会
教
育
備
品
の
貸

出
し
(
ミ

ュ
ー

ジ
ッ

ク
ベ
ル

）
。
外
部

の
活

動
の

際
に
貸

出
し
を
希

望
し

ま
す

。

(
責
任
契
約
等
の

条
件

付
で
結

構
で

す
）
 

・
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
が

活
動
し

て
い

る
究

極
の
目

的
は
何
か

を
知

り
た

い
で
す

ね
。
ア
ン

ケ
ー

ト
を
 

と
っ
て
い
た
だ
け
ば

、
そ
の
結

果
が

本
館

ま
つ
り

等
に
生
か

せ
る

の
で

は
な
い

で
し
ょ
う

か
。
 

・
大
小
ホ
ー
ル
借
上
料

援
助
事

業
。
 

・
講
師
派
遣
援
助
事
業

に
つ
い

て
ど

の
よ

う
な
援

助
を
受
け

ら
れ

る
か

。
ど

の
よ

う
な
責

任
が

あ
る

の

か
。
備
品
は
ど
の
程

度
利
用
で

き
る

の
か

。
職
員

は
ど
の
位

援
助

し
て

く
れ
る

の
か
。
 

・
大
小
ホ
ー
ル
借
上
料

援
助
事

業
、
講
師

派
遣
援

助
事
業
、
社

会
教
育

用
備
品

の
貸
出
し

。
上

手
に

使

え
た
ら
大
変
良
い
情

報
だ
と
思

う
。
 

・
コ
ー
ラ
ス
活
動
の
な

か
で
必

要
な

楽
器

は
ピ
ア

ノ
(
電
子

ピ
ア

ノ
も

含
む
）

で
す
。
防

音
対

策
の

施

さ
れ
て
い
る
部
屋
に

は
各

1
台

ず
つ

設
置

し
て
頂

き
た
い
。
第

3
集

会
室

に
も
是

非
一
台

設
置

し
て

頂
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
 

・
民
主
的
に
サ
ー
ク
ル

運
営
を

す
る

た
め

の
考
え

方
や
方
法

な
ど

。
 

 問
1
0
 

公
民

館
の
利
用
状

況
に
つ

い
て

お
答

え
下

さ
い
。

 

月
の
利
用
日
数
(
活
動

日
数
）

 

月
1
回
 
 
 
 

14
団

体
(1
6
.
1
％

)
 
 
 

月
2
回
 
 
 
 

21
団

体
(2
4
.
1
％

) 

月
3
回
 
 

 
 
14

団
体

(1
6
.
1
％

)
 
 

毎
週
 
 
 

 
 
26

団
体

(2
9
.
9
％

) 

不
定
期
 
 

 
 
10

団
体

(1
1
.
5
％

)
 
 

無
効
・
無
回
答
 
2
団

体
(2
.
3
％

) 

  主
な
活
動
館
(
複
数
回

答
7
団

体
) 

本
館
 
 
 

3
5
団
体
 

松
林
分
館
 

2
5
団
体
 

白
梅
分
館
 

2
1
団
体
 

そ
の
他
 
 

1
4
団
体
 

・
さ
く
ら
会
館
 

・
福
庵
 

・
輝
き
市
民
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
 

・
福
祉
セ
ン
タ
ー
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33
 

 会
員
平
均
年
齢

 
2
0
代
 

1
団
体
(
1
.6
％
)
  

3
0
代
 

3
団
体
(
4
.9
％
)
  

4
0
代
 

2
団
体
(
3
.3
％
)
  

5
0
代
 

1
0
団
体
(
16
.
4
％
) 

6
0
代
 

3
1
団
体
(
50
.
8
％
) 

7
0
代
以
上
 

1
4
団
体
(
23
.
0
％
) 

                          

 

34
 

資
料

3 
福
生
市
公
民
館

条
例

施
行

規
則

 
第

2
条

第
2
項

 
 福

生
市
公
民
館
条
例
施

行
規
則

 
第

2
条
第

2
項

 
前
項
に
規
定
す
る
申
請

は
、

使
用

し
よ

う
と

す
る

日
（

以
下

「
使

用
日

」
と

い
う

。
）

前
１

月
の
属

す
る
月
の
初
日
か
ら
使
用
日
の

前
日

ま
で

に
し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し
、
福

生
市

教
育

委
員

会

教
育
長
（
以
下
「
教
育
長
」
と

い
う

。
）
が

特
に
必

要
が
あ

る
と

認
め

た
と
き

は
こ
の
限

り
で

な
い

。
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